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○
国
土
交
通
省
令
第

号

航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
航
空
法
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
、
第
百
三
十
二
条
の
十
六
第

三
項
、
第
百
三
十
二
条
の
十
八
第
二
項
、
第
百
三
十
二
条
の
十
九
第
一
項
、
第
百
三
十
二
条
の
二
十
、
第
百
三
十
二
条

の
二
十
一
、
第
百
三
十
二
条
の
二
十
三
、
第
百
三
十
二
条
の
四
十
三
第
一
項
、
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
本

文
、
同
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
百
三
十
二
条
の
四
十
八
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第

百
三
十
二
条
の
五
十
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
三
十
二
条
の
五
十
一
第
三
項
、
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二
号
、
第
百

三
十
二
条
の
五
十
五
、
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
第
一
号
、
第
百
三
十
二
条

の
八
十
六
第
三
項
、
第
四
項
並
び
に
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
三
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
本
文
及
び
た
だ

し
書
、
第
百
三
十
二
条
の
八
十
九
第
二
項
、
第
百
三
十
二
条
の
九
十
第
二
項
、
第
百
三
十
二
条
の
九
十
一
、
第
百
三
十

七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
七
条
の
二
並
び
に
第
百
三
十
七
条
の
四
、
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
四

十
八
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
並
び
に
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空

港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
航
空
法
施
行
規

則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年

月

日
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国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

航
空
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
九
章

（
略
）

第
一
章
～
第
九
章

（
略
）

第
十
章

無
人
航
空
機

第
十
章

無
人
航
空
機

第
一
節

無
人
航
空
機
の
登
録
（
第
二
百
三
十
六
条

第
二
百
三
十
六
条
の
十

第
一
節

無
人
航
空
機
の
登
録
（
第
二
百
三
十
六
条

第
二
百
三
十
六
条
の
十

|

|

一
）

一
）

第
二
節

無
人
航
空
機
の
安
全
性
（
第
二
百
三
十
六
条
の
十
二

第
二
百
三
十

第
二
節

無
人
航
空
機
の
飛
行
（
第
二
百
三
十
六
条
の
十
二

第
二
百
三
十
六

|

|

六
条
の
三
十
七
）

条
の
二
十
三
）

第
三
節

無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
（
第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
八

第
|

二
百
三
十
六
条
の
六
十
九
）

第
四
節

無
人
航
空
機
の
飛
行
（
第
二
百
三
十
六
条
の
七
十

第
二
百
三
十
六

|

条
の
八
十
九
）

第
十
一
章

（
略
）

第
十
一
章

（
略
）

附
則

附
則

（
整
備
手
順
書
）

（
整
備
手
順
書
）

第
五
条
の
五

整
備
手
順
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
す
る
。

第
五
条
の
五

整
備
手
順
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
す
る
。

一

航
空
機
の
構
造
並
び
に
装
備
品
等
（
法
第
十
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る

一

航
空
機
の
構
造
並
び
に
装
備
品
等
及
び
系
統
に
関
す
る
説
明

装
備
品
等
を
い
う
。
第
十
章
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
及
び
系
統
に
関
す
る
説

明
二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
航
空
機
の
整
備
及
び
改
造
）

（
整
備
及
び
改
造
）

第
五
条
の
六

航
空
機
の
整
備
又
は
改
造
の
作
業
の
内
容
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
作

第
五
条
の
六

整
備
又
は
改
造
の
作
業
の
内
容
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分

業
の
区
分
ご
と
に
同
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

ご
と
に
同
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

（
航
空
機
の
設
計
の
変
更
）

（
設
計
の
変
更
）
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第
六
条

航
空
機
の
設
計
の
変
更
の
区
分
及
び
内
容
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り

第
六
条

設
計
の
変
更
の
区
分
及
び
内
容
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

（
耐
空
検
査
員
）

（
耐
空
検
査
員
）

第
十
六
条
の
四

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
資
格
及
び
経
験
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
十
六
条
の
四

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
資
格
及
び
経
験
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

資
格

一

資
格

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

一
等
航
空
整
備
士
若
し
く
は
二
等
航
空
整
備
士
の
資
格
に
つ
い
て
の
技
能

ロ

一
等
航
空
整
備
士
若
し
く
は
二
等
航
空
整
備
士
の
資
格
に
つ
い
て
の
技
能

証
明
（
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
航
空
従
事
者
技
能
証
明
を
い
う
。
第
十

証
明
（
動
力
滑
空
機
に
つ
い
て
の
限
定
を
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
若

章
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
（
動
力
滑
空
機
に
つ
い
て
の
限
定
を
さ
れ
て
い

し
く
は
航
空
工
場
整
備
士
の
資
格
に
つ
い
て
の
技
能
証
明
（
機
体
構
造
関
係

る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
航
空
工
場
整
備
士
の
資
格
に
つ
い
て
の
技
能

、
機
体
装
備
品
関
係
、
ピ
ス
ト
ン
発
動
機
関
係
及
び
プ
ロ
ペ
ラ
関
係
に
つ
い

証
明
（
機
体
構
造
関
係
、
機
体
装
備
品
関
係
、
ピ
ス
ト
ン
発
動
機
関
係
及
び

て
の
限
定
を
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
し
て
い
る
か
、
又
は
こ
れ

プ
ロ
ペ
ラ
関
係
に
つ
い
て
の
限
定
を
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
し

と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
技
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

て
い
る
か
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
技
能
を
有
し
て
い
る
こ

と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

第
十
六
条
の
七

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
左

第
十
六
条
の
七

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
左

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
耐
空
検
査
員
認
定
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
耐
空
検
査
員
認
定
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

技
能
証
明
書
（
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
航
空
従
事
者
技
能
証
明
書
を
い

三

技
能
証
明
書
の
種
別
及
び
番
号

う
。
第
十
章
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
種
別
及
び
番
号

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
航
空
身
体
検
査
証
明
の
申
請
）

（
航
空
身
体
検
査
証
明
の
申
請
）

第
六
十
一
条

（
略
）

第
六
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
は
じ
め
て
航
空
身
体
検
査
証
明
を
申
請
す
る
場
合
を
除

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
は
じ
め
て
航
空
身
体
検
査
証
明
を
申
請
す
る
場
合
を
除
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き
、
前
回
の
航
空
身
体
検
査
証
明
に
係
る
検
査
（
第
十
章
を
除
き
、
以
下
「
身
体

き
、
前
回
の
航
空
身
体
検
査
証
明
に
係
る
検
査
（
以
下
「
身
体
検
査
」
と
い
う
。

検
査
」
と
い
う
。
）
の
結
果
の
記
録
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
の
結
果
の
記
録
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
空
港
等
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
）

（
空
港
等
の
機
能
の
確
保
に
関
す
る
基
準
）

第
九
十
二
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

第
九
十
二
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
空
港
等
の
機
能
の
確
保
に

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
空
港
等
の
機
能
の
確
保
に

関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

空
港
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る

六

空
港
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
無
人
航
空
機
の
飛
行
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨

る
。
）
の
規
定
に
よ
り
無
人
航
空
機
の
飛
行
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
の
周
知
、

の
周
知
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
飛
行
す
る
無
人
航
空
機
の
有
無
及
び
そ
の

同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
飛
行
す
る
無
人
航
空
機
の
有
無
及
び
そ
の
所
在
を
把

所
在
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
巡
視
そ
の
他
の
空
港
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け

握
す
る
た
め
に
必
要
な
巡
視
そ
の
他
の
空
港
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
無
人
航

る
無
人
航
空
機
の
異
常
な
飛
行
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

空
機
の
異
常
な
飛
行
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

と
。

七
～
十
七

（
略
）

七
～
十
七

（
略
）

第
十
章

（
略
）

第
十
章

（
略
）

（
法
第
百
三
十
二
条
の
二
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
百
三
十
一
条
の
四
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
百
三
十
六
条

法
第
百
三
十
二
条
の
二
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

第
二
百
三
十
六
条

法
第
百
三
十
一
条
の
四
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
試
験
飛
行
を
行
う
こ
と
に

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
試
験
飛
行
を
行
う
こ
と
に

つ
き
あ
ら
か
じ
め
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
い
る
場
合
と
す
る
。

つ
き
あ
ら
か
じ
め
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
登
録
の
要
件
）

（
登
録
の
要
件
）

第
二
百
三
十
六
条
の
二

法
第
百
三
十
二
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件

第
二
百
三
十
六
条
の
二

法
第
百
三
十
一
条
の
五
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
無
人
航
空
機
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
無
人
航
空
機
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



- 6 -

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
二
百
三
十
六
条
の
三

法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受

第
二
百
三
十
六
条
の
三

法
第
百
三
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
記
号
（
以
下
「
登
録

十
三

法
第
百
三
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
記
号
（
以
下
「
登
録

記
号
」
と
い
う
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
信
号
を
電
波
を
利
用
し
て
送
信
す
る

記
号
」
と
い
う
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
信
号
を
電
波
を
利
用
し
て
送
信
す
る

こ
と
に
よ
り
、
当
該
電
波
を
受
信
可
能
な
通
信
端
末
機
器
を
使
用
す
る
者
に
よ

こ
と
に
よ
り
、
当
該
電
波
を
受
信
可
能
な
通
信
端
末
機
器
を
使
用
す
る
者
に
よ

る
登
録
無
人
航
空
機
の
識
別
を
当
該
登
録
無
人
航
空
機
の
飛
行
中
常
時
可
能
と

る
登
録
無
人
航
空
機
の
識
別
を
当
該
登
録
無
人
航
空
機
の
飛
行
中
常
時
可
能
と

す
る
機
能
（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。

す
る
機
能
（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。

）
（
以
下
「
リ
モ
ー
ト
Ｉ
Ｄ
機
能
」
と
い
う
。
）
の
有
無
（
当
該
登
録
無
人
航

）
（
以
下
「
リ
モ
ー
ト
Ｉ
Ｄ
機
能
」
と
い
う
。
）
の
有
無
（
当
該
登
録
無
人
航

空
機
に
リ
モ
ー
ト
Ｉ
Ｄ
機
能
を
有
す
る
機
器
を
装
備
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

空
機
に
リ
モ
ー
ト
Ｉ
Ｄ
機
能
を
有
す
る
機
器
を
装
備
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
機
器
の
型
式
、
製
造
者
及
び
製
造
番
号
を
含
む
。
）

当
該
機
器
の
型
式
、
製
造
者
及
び
製
造
番
号
を
含
む
。
）

十
四

（
略
）

十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
適

３

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。

用
し
な
い
。

一

法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
う
者
が
国
土
交
通
大
臣

一

法
第
百
三
十
一
条
の
六
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
う
者
が
国
土
交
通
大
臣

に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電

に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電

子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る

子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
送
信
す
る
方
法
に
よ

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
本
人
で
あ

り
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合

る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合

二

法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
う
者
（
法
人
に
限
る
。

二

法
第
百
三
十
一
条
の
六
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
う
者
（
法
人
に
限
る
。

）
が
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
当
該
者
の
使
用
に

）
が
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
当
該
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
並
び
に
当
該
電
子
計
算
機
に
お
い
て
設
定
し

係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
並
び
に
当
該
電
子
計
算
機
に
お
い
て
設
定
し

た
生
体
認
証
符
号
等
（
個
人
の
身
体
の
一
部
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供

た
生
体
認
証
符
号
等
（
個
人
の
身
体
の
一
部
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供

す
る
た
め
に
変
換
し
た
符
号
そ
の
他
の
申
請
を
行
う
者
を
認
証
す
る
た
め
の
符

す
る
た
め
に
変
換
し
た
符
号
そ
の
他
の
申
請
を
行
う
者
を
認
証
す
る
た
め
の
符

号
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
を
行
う
場
合

号
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
を
行
う
場
合
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三

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
百
三
十
二
条
の
四

三

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
百
三
十
一
条
の
六

第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
う
者
が
電
磁
的
方
法
に
よ
り
本
人
で
あ
る
こ
と
の

第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
行
う
者
が
電
磁
的
方
法
に
よ
り
本
人
で
あ
る
こ
と
の

確
認
を
受
け
る
場
合

確
認
を
受
け
る
場
合

４

（
略
）

４

（
略
）

（
削
る
）

５

前
項
の
書
類
の
添
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
無
人
航
空
機
登
録
原
簿
の
記
載
事
項
）

（
無
人
航
空
機
登
録
原
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
百
三
十
六
条
の
四

法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
八
号
の
国
土
交
通
省
令

第
二
百
三
十
六
条
の
四

法
第
百
三
十
一
条
の
六
第
一
項
第
八
号
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と

で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

す
る
。

（
通
知
の
方
法
）

（
通
知
の
方
法
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五

法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
三
項
（
法
第
百
三
十
二
条
の
六

第
二
百
三
十
六
条
の
五

法
第
百
三
十
一
条
の
六
第
三
項
（
法
第
百
三
十
一
条
の
八

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法

は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
と
す
る
。

は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
と
す
る
。

（
登
録
の
更
新
の
申
請
）

（
登
録
の
更
新
の
申
請
）

第
二
百
三
十
六
条
の
七

法
第
百
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更

第
二
百
三
十
六
条
の
七

法
第
百
三
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更

新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交

新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

第
二
百
三
十
六
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の

２

第
二
百
三
十
六
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の

更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
百
三

更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
百
三

十
二
条
の
四
第
一
項
の
登
録
の
申
請
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
百
三
十
二
条
の
六

十
一
条
の
六
第
一
項
の
登
録
の
申
請
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
百
三
十
一
条
の
八

第
一
項
の
登
録
の
更
新
の
申
請
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
の
登
録
の
更
新
の
申
請
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
有
効
期
間
）

（
登
録
の
有
効
期
間
）

第
二
百
三
十
六
条
の
八

法
第
百
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

第
二
百
三
十
六
条
の
八

法
第
百
三
十
一
条
の
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。
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２

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
無
人
航
空
機
の
所
有
者
が
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
無
人
航
空
機
の
所
有
者
が
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
由
に
よ
り
、
法
第
百
三
十
二
条
の
六
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
る
こ

な
い
事
由
に
よ
り
、
法
第
百
三
十
一
条
の
八
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
無
人
航
空
機
の
登
録
の
有
効
期
間

と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
無
人
航
空
機
の
登
録
の
有
効
期
間

を
、
期
間
を
定
め
て
伸
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
、
期
間
を
定
め
て
伸
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
無
人
航
空
機
の
登
録
の
有
効
期
間
の
起
算
日
）

（
無
人
航
空
機
の
登
録
の
有
効
期
間
の
起
算
日
）

第
二
百
三
十
六
条
の
九

無
人
航
空
機
の
登
録
の
有
効
期
間
の
起
算
日
は
、
国
土
交

第
二
百
三
十
六
条
の
九

無
人
航
空
機
の
登
録
の
有
効
期
間
の
起
算
日
は
、
国
土
交

通
大
臣
が
当
該
登
録
に
係
る
法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
三
項
（
法
第
百
三
十
二
条

通
大
臣
が
当
該
登
録
に
係
る
法
第
百
三
十
一
条
の
六
第
三
項
（
法
第
百
三
十
一
条

の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
通
知
を
し
た
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
無
人
航
空
機
の
登
録
の
有
効
期
間
が
満

）
の
通
知
を
し
た
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
無
人
航
空
機
の
登
録
の
有
効
期
間
が
満

了
す
る
日
の
一
月
前
か
ら
当
該
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
法
第
百

了
す
る
日
の
一
月
前
か
ら
当
該
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
法
第
百

三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
通
知
を
す
る
場
合
は
、
当
該
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌

三
十
一
条
の
六
第
三
項
の
通
知
を
す
る
場
合
は
、
当
該
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌

日
と
す
る
。

日
と
す
る
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
三
十
六
条
の
十

法
第
百
三
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
事
項

第
二
百
三
十
六
条
の
十

法
第
百
三
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
事
項

の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
所
有
者
の
氏
名
、
名
称
又
は
住
所
に
係
る

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
所
有
者
の
氏
名
、
名
称
又
は
住
所
に
係
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
百
三
十
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
百
三
十
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
届

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
届

出
書
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を

出
書
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
百
三
十
一
条
の
六
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を

行
う
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
十
二
条
の
八
第
一
項
の
登
録
事
項
の
変
更
の

行
う
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
三
十
一
条
の
十
第
一
項
の
登
録
事
項
の
変
更
の

届
出
を
行
う
者
」
と
、
「
当
該
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
届
出
」
と
読
み
替
え

届
出
を
行
う
者
」
と
、
「
当
該
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
届
出
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３

第
二
百
三
十
六
条
の
三
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届

３

第
二
百
三
十
六
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
登
録
事
項

出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
申
請
書
」
と

の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「

あ
る
の
は
、
「
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

申
請
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
登
録
の
抹
消
の
申
請
）

（
登
録
の
抹
消
の
申
請
）

第
二
百
三
十
六
条
の
十
一

法
第
百
三
十
二
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録

第
二
百
三
十
六
条
の
十
一

法
第
百
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録

の
抹
消
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

の
抹
消
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

第
二
百
三
十
六
条
の
三
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
抹
消
に
つ
い
て
準

２

第
二
百
三
十
六
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
抹
消

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ

前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
、
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

無
人
航
空
機
の
安
全
性

（
新
設
）

（
機
体
認
証
）

第
二
百
三
十
六
条
の
十
二

法
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
機
体
認
証
を
申
請

（
新
設
）

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
機
体
認
証
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
及
び
提
出
の
時
期
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る

区
分
に
よ
る
。
た
だ
し
、
申
請
の
際
現
に
航
空
の
用
に
供
し
た
無
人
航
空
機
に
係

る
当
該
書
類
の
提
出
時
期
は
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
、

申
請
時
と
す
る
。

区

分

添

付

書

類

提
出
の
時
期

一

設
計
計
画
書

設
計
の
初
期

二

設
計
書

三

設
計
図
面

四

部
品
表

五

製
造
計
画
書

六

無
人
航
空
機
飛
行
規

製
造
着
手
前
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程
七

無
人
航
空
機
整
備
手

法
第
百
三
十
二
条
の
十

順
書

六
第
一
項
の
型
式
認
証

八

航
空
の
用
に
供
し
た

を
受
け
て
い
な
い
型
式

無
人
航
空
機
に
つ
い
て

の
無
人
航
空
機

は
、
整
備
又
は
改
造
に

関
す
る
技
術
的
記
録
及

び
総
飛
行
時
間
を
記
載

現
状
に
つ
い
て

し
た
書
類

の
検
査
実
施
前

九

無
人
航
空
機
の
重
量

及
び
重
心
位
置
の
算
出

に
必
要
な
事
項
を
記
載

し
た
書
類

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か
、
参
考
事
項

を
記
載
し
た
書
類

一

無
人
航
空
機
飛
行
規

程
二

航
空
の
用
に
供
し
た

無
人
航
空
機
に
つ
い
て

は
、
整
備
又
は
改
造
に

法
第
百
三
十
二
条
の
十

関
す
る
技
術
的
記
録
及

三
第
一
項
の
機
体
認
証

び
総
飛
行
時
間
を
記
載

を
受
け
た
こ
と
の
あ
る

し
た
書
類

無
人
航
空
機
及
び
法
第

三

無
人
航
空
機
の
重
量

二

百
三
十
二
条
の
十
六
第

及
び
重
心
位
置
の
算
出

機
体
認
証
申
請

一
項
の
型
式
認
証
を
受

に
必
要
な
事
項
を
記
載

時

け
た
型
式
の
無
人
航
空

し
た
書
類

機
（
三
に
掲
げ
る
無
人

四

無
人
航
空
機
の
製
造

一
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航
空
機
を
除
く
。
）

者
等
に
お
い
て
整
備
を

行
つ
た
場
合
は
、
そ
の

確
認
を
し
た
旨
を
証
す

る
書
類

五

前
四
号
に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か
、
参
考
事
項

を
記
載
し
た
書
類

法
第
百
三
十
二
条
の
十

一

法
第
百
三
十
二
条
の

六
第
一
項
の
型
式
認
証

十
九
第
一
項
の
規
定
に

を
受
け
た
型
式
の
無
人

よ
る
表
示
を
写
し
た
写

三

航
空
機
（
航
空
の
用
に

真

供
し
た
無
人
航
空
機
を

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の

除
く
。
）

の
ほ
か
、
参
考
事
項
を

記
載
し
た
書
類

３

無
人
航
空
機
飛
行
規
程
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
す
る
。

一

無
人
航
空
機
の
概
要

二

無
人
航
空
機
の
限
界
事
項

三

非
常
の
場
合
に
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
各
種
装
置
の
操
作
そ
の
他
の
措
置

四

通
常
の
場
合
に
お
け
る
各
種
機
能
の
操
作
方
法

五

無
人
航
空
機
の
性
能

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

４

無
人
航
空
機
整
備
手
順
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
す
る
。

一

無
人
航
空
機
の
構
造
並
び
に
装
備
品
、
部
品
及
び
落
下
傘
等
（
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
装
備
品
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
系
統
に
関
す
る
説
明

二

無
人
航
空
機
の
整
備
の
方
法
、
無
人
航
空
機
に
発
生
し
た
不
具
合
の
是
正
の

方
法
そ
の
他
の
無
人
航
空
機
の
整
備
に
関
す
る
事
項

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

機
体
認
証
申
請

時
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第
二
百
三
十
六
条
の
十
三

法
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
三
項
の
指
定
は
、
同
条
第

（
新
設
）

二
項
の
認
証
の
区
分
及
び
無
人
航
空
機
の
種
類
を
明
ら
か
に
し
て
す
る
も
の
と
す

る
。

２

法
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
無
人
航
空
機
の
使
用
の
条
件
は

、
前
条
第
三
項
第
二
号
の
無
人
航
空
機
の
限
界
事
項
と
す
る
。

第
二
百
三
十
六
条
の
十
四

法
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
三
項
の
指
定
は
、
前
条
に

（
新
設
）

規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
使
用
条
件
等
指
定
書
」
と
い
う
。
）

を
申
請
者
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

２

前
項
に
規
定
す
る
使
用
条
件
等
指
定
書
の
様
式
は
、
第
二
十
九
号
の
五
様
式
の

と
お
り
と
す
る
。

第
二
百
三
十
六
条
の
十
五

法
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
四
項
の
安
全
基
準
は
、
次

（
新
設
）

の
と
お
り
と
す
る
。

一

無
人
航
空
機
の
性
能
及
び
飛
行
性
は
、
飛
行
試
験
そ
の
他
の
試
験
又
は
こ
れ

ら
の
試
験
に
基
づ
く
計
算
に
よ
つ
て
証
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

、
計
算
に
よ
る
結
果
は
、
直
接
の
試
験
に
よ
る
結
果
と
同
程
度
に
正
確
な
も
の

で
あ
る
か
又
は
そ
れ
よ
り
も
安
全
側
に
あ
る
こ
と
が
確
実
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

二

無
人
航
空
機
の
飛
行
が
航
空
機
の
航
行
の
安
全
並
び
に
地
上
及
び
水
上
の
人

及
び
物
件
の
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
に
応
じ
、
そ
れ
ら
の
安
全
が
損
な
わ

れ
な
い
よ
う
に
考
慮
さ
れ
た
設
計
で
あ
る
こ
と
。

三

操
縦
に
特
別
な
技
術
又
は
過
度
の
注
意
力
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
安
全
に
離

陸
、
飛
行
及
び
着
陸
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

無
人
航
空
機
の
構
造
は
、
十
分
な
強
度
を
有
し
、
地
上
及
び
水
上
の
人
及
び

物
件
に
与
え
る
損
害
を
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
形
状
で
あ
る
こ
と
。

五

予
想
さ
れ
る
運
用
を
安
全
に
行
う
た
め
に
必
要
な
装
備
品
等
を
装
備
し
、
ま

た
、
当
該
装
備
品
等
は
有
効
か
つ
確
実
に
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

予
想
さ
れ
る
運
用
を
安
全
に
行
う
た
め
に
必
要
な
機
器
が
あ
る
場
合
に
は
、



- 13 -

当
該
機
器
は
有
効
か
つ
確
実
に
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
無
人
航
空
機
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
二
百
三
十
六
条
の
十
六

法
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
七
項
の
機
体
認
証
書
の
様

（
新
設
）

式
は
、
第
二
十
九
号
の
六
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

（
表
示
）

第
二
百
三
十
六
条
の
十
七

法
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
八
項
本
文
の
国
土
交
通
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
表
示
は
、
無
人
航
空
機
の
機
体
認
証
書
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
、
同

条
第
二
項
第
一
号
の
第
一
種
機
体
認
証
に
係
る
機
体
認
証
書
番
号
を
表
示
す
る
場

合
に
は
、
同
項
第
二
号
の
第
二
種
機
体
認
証
に
係
る
機
体
認
証
書
番
号
を
表
示
し

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
表
示
は
、
機
体
認
証
を
受
け
た
無
人
航
空
機
に
、
耐
久
性
の
あ
る
方
法

で
、
鮮
明
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
八
項
た
だ
し
書
の
無
人
航
空
機
が
機
体
認
証
を
受

け
た
こ
と
を
識
別
す
る
た
め
の
措
置
は
、
当
該
無
人
航
空
機
に
リ
モ
ー
ト
Ｉ
Ｄ
機

能
を
備
え
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
と
す
る
。

（
機
体
認
証
の
有
効
期
間
）

第
二
百
三
十
六
条
の
十
八

法
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
十
項
の
機
体
認
証
の
有
効

（
新
設
）

期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
証
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間

と
す
る
。

一

第
一
種
機
体
認
証

一
年

二

第
二
種
機
体
認
証

三
年

（
機
体
認
証
の
有
効
期
間
の
起
算
日
）

第
二
百
三
十
六
条
の
十
九

機
体
認
証
の
有
効
期
間
の
起
算
日
は
、
当
該
機
体
認
証

（
新
設
）

に
係
る
機
体
認
証
書
を
交
付
す
る
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
機
体
認
証
の
有
効
期
間
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が
満
了
す
る
日
の
一
月
前
か
ら
当
該
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
機

体
認
証
書
を
交
付
す
る
場
合
は
、
当
該
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日
と
す
る
。

（
使
用
者
の
整
備
の
義
務
）

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十

法
第
百
三
十
二
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
無
人

（
新
設
）

航
空
機
を
安
全
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
次

に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

一

機
体
及
び
装
備
品
等
の
製
造
者
等
の
作
成
す
る
整
備
に
関
す
る
技
術
的
資
料

に
準
拠
し
て
適
切
な
整
備
を
実
施
す
る
こ
と
。

二

無
人
航
空
機
に
発
生
し
た
不
具
合
を
適
切
に
是
正
す
る
こ
と
。

三

整
備
作
業
の
結
果
を
適
確
に
記
録
し
、
保
存
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
無
人
航
空
機
を
安
全
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
維
持
す
る
た
め
必
要

な
整
備
を
す
る
こ
と
。

（
機
体
認
証
の
効
力
の
停
止
等
の
通
知
）

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
一

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
十
五
第
二

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
り
無
人
航
空
機
の
機
体
認
証
の
効
力
を
停
止
し
、
そ
の
有
効
期
間

を
短
縮
し
、
又
は
法
第
百
三
十
二
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
使

用
の
条
件
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
無
人
航
空
機
の
使
用
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

（
型
式
認
証
）

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
二

法
第
百
三
十
二
条
の
十
六
第
一
項
の
型
式
認
証
を
申

（
新
設
）

請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
型
式
認
証
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
及
び
提
出
の
時
期
は
、
次
の
表
に
よ
る
。

た
だ
し
、
申
請
の
際
現
に
製
造
さ
れ
て
い
る
無
人
航
空
機
に
係
る
当
該
書
類
の
提

出
の
時
期
は
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
時
と
す
る

。
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添

付

書

類

提
出
の
時
期

一

設
計
計
画
書

設
計
の
初
期

二

設
計
書

三

図
面
目
録

四

設
計
図
面

五

部
品
表

製
造
着
手
前

六

製
造
計
画
書

七

型
式
の
均
一
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
八

仕
様
書

九

無
人
航
空
機
飛
行
規
程

十

無
人
航
空
機
整
備
手
順
書

十
一

無
人
航
空
機
の
重
量
及
び
重
心
位
置
の
算
出
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類

十
二

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考
事
項
を

記
載
し
た
書
類

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
三

型
式
認
証
を
行
う
た
め
の
検
査
は
、
当
該
無
人
航
空

（
新
設
）

機
の
型
式
の
設
計
及
び
製
造
過
程
並
び
に
そ
の
設
計
及
び
製
造
過
程
に
係
る
無
人

航
空
機
の
う
ち
一
機
の
現
状
に
つ
い
て
行
う
。

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
四

法
第
百
三
十
二
条
の
十
六
第
三
項
の
均
一
性
基
準
は

（
新
設
）

、
申
請
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

イ

申
請
に
係
る
型
式
の
無
人
航
空
機
の
製
造
及
び
検
査
（
法
第
百
三
十
二
条

の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
製

現
状
に
つ
い
て
の

検
査
実
施
前
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造
等
業
務
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
設
備

ロ

製
造
等
業
務
に
必
要
な
面
積
及
び
照
明
設
備
そ
の
他
の
設
備
を
有
す
る
作

業
場

ハ

製
造
等
業
務
に
必
要
な
材
料
、
部
品
、
装
備
品
等
を
適
切
に
保
管
す
る
た

め
の
施
設

二

製
造
等
業
務
を
分
担
す
る
場
合
に
お
い
て
、
業
務
を
実
施
す
る
組
織
が
製
造

等
業
務
を
適
切
に
分
担
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
及
び

責
任
が
明
確
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
号
の
各
組
織
ご
と
に
製
造
等
業
務
を
適
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能

力
を
有
す
る
人
員
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

作
業
の
実
施
方
法
（
次
号
の
品
質
管
理
制
度
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
製

造
等
業
務
の
適
確
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

次
の
制
度
を
含
む
品
質
管
理
制
度
が
製
造
等
業
務
の
適
確
な
実
施
の
た
め
に

適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

第
一
号
の
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
制
度

ロ

第
三
号
の
人
員
の
教
育
及
び
訓
練
に
関
す
る
制
度

ハ

前
号
の
作
業
の
実
施
方
法
の
改
訂
に
関
す
る
制
度

ニ

技
術
資
料
の
入
手
、
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
制
度

ホ

材
料
、
部
品
、
装
備
品
等
の
管
理
に
関
す
る
制
度

ヘ

材
料
、
部
品
、
装
備
品
等
の
領
収
検
査
並
び
に
無
人
航
空
機
又
は
装
備
品

等
の
受
領
検
査
、
中
間
検
査
及
び
完
成
検
査
に
関
す
る
制
度

ト

工
程
管
理
に
関
す
る
制
度

チ

業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
お
け
る
受
託
者
に
よ
る
当
該
業
務
の
遂
行
の
管

理
に
関
す
る
制
度

リ

業
務
の
記
録
の
管
理
に
関
す
る
制
度

ヌ

業
務
の
実
施
組
織
か
ら
独
立
し
た
組
織
が
行
う
監
査
に
関
す
る
制
度

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
五

法
第
百
三
十
二
条
の
十
六
第
二
項
第
一
号
の
第
一
種

（
新
設
）

型
式
認
証
を
受
け
た
無
人
航
空
機
は
、
同
項
第
二
号
の
第
二
種
型
式
認
証
を
受
け

た
も
の
と
み
な
す
。
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第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
六

法
第
百
三
十
二
条
の
十
六
第
四
項
の
型
式
認
証
書
の

（
新
設
）

様
式
は
、
第
二
十
九
号
の
七
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

（
型
式
認
証
の
有
効
期
間
）

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
七

法
第
百
三
十
二
条
の
十
六
第
六
項
の
型
式
認
証
の
有

（
新
設
）

効
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
型
式
認
証
の
有
効
期
間
の
起
算
日
）

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
八

型
式
認
証
の
有
効
期
間
の
起
算
日
は
、
当
該
型
式
認

（
新
設
）

証
に
係
る
型
式
認
証
書
を
交
付
す
る
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
型
式
に
つ
い
て

型
式
認
証
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
一
月
前
か
ら
当
該
期
間
が
満
了
す
る
日

ま
で
の
間
に
新
た
に
型
式
認
証
書
を
交
付
す
る
場
合
は
、
当
該
期
間
が
満
了
す
る

日
の
翌
日
と
す
る
。

（
型
式
認
証
の
変
更
）

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
九

法
第
百
三
十
二
条
の
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ

（
新
設
）

う
と
す
る
者
は
、
型
式
設
計
・
製
造
過
程
変
更
申
請
書
に
当
該
変
更
に
係
る
事
項

を
記
載
し
た
添
付
書
類
を
添
え
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
添
付
書
類
の
提
出
の

時
期
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
百
三
十
六
条
の
三
十

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
三
の
規
定
は
、
前
条
の
場
合

（
新
設
）

に
準
用
す
る
。

第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
一

法
第
百
三
十
二
条
の
十
七
第
一
項
の
承
認
は
、
新
た

（
新
設
）

に
型
式
認
証
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

（
型
式
認
証
書
の
記
載
事
項
の
変
更
）
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第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
二

型
式
認
証
又
は
型
式
認
証
の
変
更
の
承
認
を
受
け
た

（
新
設
）

者
（
以
下
「
型
式
認
証
等
保
有
者
」
と
い
う
。
）
は
、
型
式
認
証
書
の
記
載
事
項

に
変
更
（
国
土
交
通
大
臣
が
軽
微
と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
生
じ
た
た
め
再

交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
型
式
認
証
書
再
交
付
申
請
書
に
、
書
換
え

の
理
由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
申
請
が
正
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
型
式
認
証

書
を
再
交
付
す
る
。

（
検
査
方
法
等
）

第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
三

法
第
百
三
十
二
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検

（
新
設
）

査
並
び
に
そ
の
検
査
記
録
の
作
成
及
び
保
存
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

一

型
式
認
証
等
を
受
け
た
型
式
の
無
人
航
空
機
の
製
造
に
係
る
個
別
の
無
人
航

空
機
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
型
式
認
証
等
無
人
航
空
機
」
と
い
う
。
）
が

安
全
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
を
行
う
こ
と
。

二

製
造
さ
れ
る
型
式
認
証
等
無
人
航
空
機
が
安
全
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
検
査
手
順
書
を
作
成
し
、
そ
れ
を
確
実
に
履
行
す
る
こ
と
。

三

検
査
手
順
書
に
定
め
る
全
て
の
事
項
を
終
了
し
、
製
造
さ
れ
る
型
式
認
証
等

無
人
航
空
機
が
そ
の
型
式
認
証
等
に
係
る
型
式
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

ま
で
型
式
認
証
等
無
人
航
空
機
を
出
荷
し
な
い
こ
と
。

四

型
式
認
証
等
無
人
航
空
機
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
検
査
記
録

書
を
作
成
す
る
こ
と
。

イ

検
査
を
行
つ
た
無
人
航
空
機
の
型
式
認
証
書
番
号
、
型
式
及
び
製
造
番
号

ロ

検
査
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
場
所

ハ

検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

ニ

検
査
の
方
法

ホ

検
査
の
結
果

五

前
号
の
検
査
記
録
書
（
次
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ

イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
認
証
の
区
分
に
応
じ
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、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ

第
一
種
型
式
認
証

当
該
型
式
認
証
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間

の
満
了
後
一
年
間

ロ

第
二
種
型
式
認
証

当
該
型
式
認
証
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間

の
満
了
後
三
年
間

２

前
項
第
四
号
の
検
査
記
録
書
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い

て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を

も
つ
て
同
号
の
検
査
記
録
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
表
示
）

第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
四

法
第
百
三
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
表
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

一

無
人
航
空
機
の
型
式
認
証
書
番
号

二

無
人
航
空
機
の
型
式

三

無
人
航
空
機
の
製
造
番
号

２

前
項
の
表
示
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
義
務
を
履

行
し
た
無
人
航
空
機
に
、
耐
久
性
の
あ
る
方
法
で
、
鮮
明
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
無
人
航
空
機
の
整
備
に
関
す
る
情
報
）

第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
五

法
第
百
三
十
二
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
る
無
人
航
空

（
新
設
）

機
の
整
備
を
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
と
な
る
技
術
上
の
情
報
の
提
供
は
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

使
用
者
が
容
易
に
入
手
で
き
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

二

第
一
種
型
式
認
証
等
を
受
け
た
無
人
航
空
機
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
使

用
者
が
確
実
に
入
手
で
き
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

三

提
供
し
た
情
報
を
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
周
知
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

２

法
第
百
三
十
二
条
の
二
十
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
情
報
は
、
整
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備
の
箇
所
、
時
期
及
び
実
施
の
方
法
と
す
る
。

（
法
第
百
三
十
二
条
の
二
十
一
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
態
の
報
告
等
）

第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
六

型
式
認
証
等
保
有
者
は
、
型
式
認
証
等
を
受
け
た
型

（
新
設
）

式
の
無
人
航
空
機
に
つ
い
て
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
態
に
関
す
る
情
報
を
、
当

該
無
人
航
空
機
の
使
用
者
か
ら
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る
た
め
の
体
制

を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

型
式
認
証
等
保
有
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析

を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記

録
を
作
成
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

型
式
認
証
等
保
有
者
は
、
無
人
航
空
機
に
つ
い
て
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
態
の

発
生
を
知
つ
た
時
か
ら
十
日
以
内
に
お
い
て
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
速
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称

二

無
人
航
空
機
の
登
録
記
号
、
型
式
認
証
書
番
号
、
型
式
及
び
製
造
番
号

三

報
告
に
係
る
事
態
が
発
生
し
た
日
時
及
び
場
所

四

報
告
に
係
る
事
態
の
概
要

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

４

型
式
認
証
等
保
有
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
速
報
し
た
事
態
の
原
因
が
設
計

又
は
製
造
過
程
に
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
必
要
な
改
善
措
置
に
つ
い
て
、
国
土
交

通
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
改
善
措
置
の
内
容
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う

か
の
技
術
的
な
検
証
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
七

法
第
百
三
十
二
条
の
二
十
一
の
国
土
交
通
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
事
態
は
、
次
に
掲
げ
る
事
態
（
本
邦
内
で
発
生
し
た
も
の
又
は
日
本
国
籍
を

有
す
る
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
か
ら
飛
行
さ
せ
た
無
人
航
空
機
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
と
す
る
。

一

法
第
百
三
十
二
条
の
九
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
（
設
計
又
は
製
造
過

程
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
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二

法
第
百
三
十
二
条
の
九
十
一
に
規
定
す
る
事
態
（
設
計
又
は
製
造
過
程
に
起

因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
無
人
航
空
機
が
安
全
基
準
に
適
合
せ
ず
、

又
は
安
全
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大

臣
が
認
め
る
事
態

第
三
節

無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明

（
新
設
）

（
技
能
証
明
の
申
請
）

第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
八

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
の
技
能
証
明
（
同
条
に
規

（
新
設
）

定
す
る
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
技
能
証
明
申
請
者
」
と

い
う
。
）
は
、
写
真
を
添
付
し
た
技
能
証
明
申
請
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
百
三
十
六
条

の
三
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣

が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
、
そ
の
他
の
書
類
に
あ

つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。

一

技
能
証
明
申
請
者
が
次
号
に
掲
げ
る
者
以
外
で
あ
る
場
合

第
二
百
三
十
六

条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

二

技
能
証
明
申
請
者
が
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外
国
人
（
日
本
の
国
籍
を

有
し
な
い
者
を
い
う
。
）
の
場
合

第
二
百
三
十
六
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る
書
類

３

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。

一

技
能
証
明
申
請
者
が
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ

れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
本
人
で
あ
る
こ
と

の
確
認
を
受
け
る
場
合

二

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
技
能
証
明
申
請
者
が
電
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磁
的
方
法
に
よ
り
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
場
合

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
代
理
人
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
そ

の
権
限
を
証
す
る
書
類
を
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
の
内
容
の
確
認

又
は
第
三
項
各
号
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
し
た
技
能
証
明
申
請
者

ご
と
に
確
認
番
号
を
定
め
、
こ
れ
を
当
該
技
能
証
明
申
請
者
（
第
一
項
の
申
請
を

代
理
人
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
代
理
人
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

技
能
証
明
申
請
者
（
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
一
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
の

省
略
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
学
科
試
験
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
は
、
前
項
の
確
認
番
号
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
確
認
番
号
」

と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
学
科
試
験
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
（
指
定
試
験
機
関

の
行
う
試
験
を
申
請
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試
験
機
関
。
次
項
か
ら
第
九
項

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

技
能
証
明
申
請
者
（
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
の
規
定
に
よ
り
実
地
試
験
の
免

除
又
は
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
二
の
規
定
に
よ
り
全
部
の
科
目
に
係
る
実
地
試

験
の
省
略
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
学
科
試
験
に
合
格
し

た
も
の
は
、
実
地
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
確
認
番
号
を
記
載
し
た
実

地
試
験
申
請
書
に
、
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
第
三
項
の
学
科
試
験
合
格
証
明
書

（
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
の
省
略
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
一
の
技
能
証
明
書
（
同

条
に
規
定
す
る
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
写
し
）
を
添
付
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

８

技
能
証
明
申
請
者
で
あ
つ
て
、
身
体
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（
第
二
百

三
十
六
条
の
四
十
七
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
確
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
は
、
確
認
番
号
を
記
載
し
た
身
体
検
査
申
請
書
に
、

必
要
に
応
じ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
検
査
の
書
類
の
確

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
医
師
に
よ
り
身
体
検
査
の
申
請
前
六
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月
以
内
に
受
け
た
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
第
二
十
九
号
の
八
様
式
に
よ
る
無

人
航
空
機
操
縦
者
身
体
検
査
証
明
書

二

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
検
査
の
書
類
の
確

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
第
二
項
の

身
体
検
査
合
格
証
明
書
、
航
空
身
体
検
査
証
明
書
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
こ
れ

ら
と
同
等
以
上
と
認
め
る
も
の

９

技
能
証
明
申
請
者
で
あ
つ
て
、
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
試
験
合
格
証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
試
験
合
格
証
明
書

交
付
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
第
二
項
の
身
体
検
査
合
格
証
明
書
の
写
し

二

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
第
三
項
の
学
科
試
験
合
格
証
明
書
の
写
し
（
第
二

百
三
十
六
条
の
五
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
の
省
略
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
技
能
証
明
書
の
写
し
）

三

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
第
四
項
の
実
地
試
験
合
格
証
明
書
の
写
し
（
法
第

百
三
十
二
条
の
五
十
の
規
定
に
よ
り
実
地
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
登
録
講
習
機
関
の
発
行
し
た
修
了
証
明
書
の
写
し
、
第
二
百
三

十
六
条
の
五
十
二
の
規
定
に
よ
り
全
部
の
科
目
に
係
る
実
地
試
験
の
省
略
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
技
能
証
明
書
の
写
し
）

技
能
証
明
申
請
者
で
あ
つ
て
、
法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
の
試
験
に

10
合
格
し
た
も
の
は
、
当
該
申
請
に
係
る
学
科
試
験
の
合
格
証
明
書
に
つ
い
て
第
二

百
三
十
六
条
の
五
十
第
三
項
の
交
付
が
あ
つ
た
日
（
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
一

の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
の
省
略
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試

験
の
開
始
期
日
前
に
学
科
試
験
に
合
格
し
た
日
）
か
ら
二
年
以
内
に
確
認
番
号
を

記
載
し
た
技
能
証
明
書
交
付
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
第
一
項
の
試
験
合
格
証
明
書

二

無
人
航
空
機
操
縦
者
に
あ
つ
て
は
、
技
能
証
明
書
の
写
し

（
技
能
証
明
書
の
様
式
）



- 24 -

第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
九

技
能
証
明
書
の
様
式
は
、
第
二
十
九
号
の
九
様
式
の

（
新
設
）

と
お
り
と
す
る
。

（
技
能
証
明
の
限
定
）

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
三
第
一
項
の
無
人
航
空
機
の

（
新
設
）

種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

最
大
離
陸
重
量
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
回
転
翼
航
空
機
（
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
）

二

回
転
翼
航
空
機
（
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
）

三

最
大
離
陸
重
量
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
回
転
翼
航
空
機
（
マ
ル
チ
ロ
ー

タ
ー
）

四

回
転
翼
航
空
機
（
マ
ル
チ
ロ
ー
タ
ー
）

五

最
大
離
陸
重
量
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
飛
行
機

六

飛
行
機

２

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
三
第
一
項
の
無
人
航
空
機
の
飛
行
の
方
法
は
、
前
項

に
規
定
す
る
無
人
航
空
機
の
種
類
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法

二

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法

３

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
三
第
一
項
の
無
人
航
空
機
の
種
類
に
つ
い
て
の
限
定

及
び
飛
行
の
方
法
に
つ
い
て
の
限
定
は
、
実
地
試
験
に
使
用
さ
れ
る
無
人
航
空
機

及
び
当
該
実
地
試
験
に
お
け
る
飛
行
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

（
身
体
検
査
の
有
効
期
間
）

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
一

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
本
文
の
国
土
交

（
新
設
）

通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
（
第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
七
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
年
又
は
確
認
を
受
け
た
第
二
百
三
十
六
条
の
三
十

八
第
八
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
有
効
期
間
の
い
ず
れ
か
短
い
期
間
）
と
す
る

。（
技
能
証
明
の
拒
否
又
は
保
留
の
基
準
）
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第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
二

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
一
号
又
は
第

（
新
設
）

二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
、
技

能
証
明
を
行
わ
ず
、
又
は
六
月
以
内
に
お
い
て
期
間
を
定
め
て
技
能
証
明
を
保
留

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
（
次
号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
技
能
証
明
を
行
わ
な
い
も
の

と
す
る
。

二

六
月
以
内
に
法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
は
、
技
能
証
明
を

保
留
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
、
技
能
証
明
を
行
わ
ず
、
又
は
六
月
以
内
に
お
い
て
期
間

を
定
め
て
技
能
証
明
を
保
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
技
能
証
明
を
保
留
さ
れ
た
者
が
重
ね
て
同
号

に
該
当
し
た
場
合
に
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
技
能
証
明
を
行
わ
な
い

も
の
と
す
る
。

二

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
（
前
号
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
技
能
証
明
を
保
留
す
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
、
技
能
証
明
を

行
わ
ず
、
又
は
六
月
以
内
に
お
い
て
期
間
を
定
め
て
技
能
証
明
を
保
留
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
技
能
証
明
の
拒
否
又
は
保
留
の
事
由
と
な
る
病
気
等
）

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
三

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
一
号
イ
の
国

（
新
設
）

土
交
通
省
令
で
定
め
る
精
神
病
は
、
統
合
失
調
症
（
無
人
航
空
機
の
安
全
な
操
縦

に
必
要
な
認
知
、
予
測
、
判
断
又
は
操
作
の
い
ず
れ
か
に
係
る
能
力
を
欠
く
こ
と

と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
症
状
を
呈
し
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
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。
２

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
病

気
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

て
ん
か
ん
（
発
作
が
再
発
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
、
発
作
が
再
発
し
て
も

意
識
障
害
及
び
運
動
障
害
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
も
の
並
び
に
発
作
が
睡
眠
中
に

限
り
再
発
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

再
発
性
の
失
神
（
脳
全
体
の
虚
血
に
よ
り
一
過
性
の
意
識
障
害
を
も
た
ら
す

病
気
で
あ
つ
て
、
発
作
が
再
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
）

三

無
自
覚
性
の
低
血
糖
症
（
人
為
的
に
血
糖
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

を
除
く
。
）

３

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
一
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
病

気
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

そ
う
鬱
病
（
そ
う
病
及
び
鬱
病
を
含
み
、
無
人
航
空
機
の
安
全
な
操
縦
に
必

要
な
認
知
、
予
測
、
判
断
又
は
操
作
の
い
ず
れ
か
に
係
る
能
力
を
欠
く
こ
と
と

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
症
状
を
呈
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

二

重
度
の
眠
気
の
症
状
を
呈
す
る
睡
眠
障
害

三

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
認
知
症
（
以
下
単
に
「
認
知
症
」
と
い
う
。
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
無
人
航
空
機
の
安
全
な
操
縦
に
必
要
な
認

知
、
予
測
、
判
断
又
は
操
作
の
い
ず
れ
か
に
係
る
能
力
を
欠
く
こ
と
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
症
状
を
呈
す
る
病
気

（
技
能
証
明
を
与
え
た
後
に
お
け
る
技
能
証
明
の
取
消
し
又
は
停
止
の
基
準
）

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
四

国
土
交
通
大
臣
は
、
技
能
証
明
を
与
え
た
後
に
お
い

（
新
設
）

て
、
当
該
技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
当
該
技
能
証
明
を
受
け
る
前
に
法
第
百
三
十

二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
者
の
技
能
証
明
を
取
り
消
し
、
又
は

六
月
以
内
に
お
い
て
期
間
を
定
め
て
技
能
証
明
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
二
第
三
項
の
基
準
に
お
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い
て
技
能
証
明
を
行
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の

者
の
技
能
証
明
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

二

技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
二
第
三
項
の
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
お
い
て
技
能
証
明
を
保
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
者
又
は
技
能
証
明
を
保
留
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ
た

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
者
の
技
能
証
明
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
、

又
は
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

（
技
能
証
明
の
保
留
に
係
る
身
体
検
査
の
受
検
等
命
令
）

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
五

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
五
項
の
身
体
検
査
は

（
新
設
）

、
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
技
能
証
明
の
保
留
の
要
件
に
関
し

専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
医
師
の
診
断
に
よ
り
、
行

う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
技

能
証
明
を
保
留
さ
れ
た
者
の
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
事
由
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を

有
す
る
医
師
（
認
知
症
で
あ
る
者
に
該
当
し
て
技
能
証
明
を
保
留
さ
れ
た
者
に
あ

つ
て
は
、
認
知
症
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
医
師
又
は
当
該
事
由
に
係
る

主
治
の
医
師
）
が
作
成
し
た
診
断
書
で
あ
つ
て
、
法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
当

該
医
師
の
意
見
（
認
知
症
で
あ
る
者
に
該
当
し
て
技
能
証
明
を
保
留
さ
れ
た
者
に

あ
つ
て
は
、
診
断
に
係
る
検
査
の
結
果
及
び
認
知
症
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ

る
か
ど
う
か
に
関
す
る
当
該
医
師
の
意
見
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

（
試
験
の
期
日
等
の
公
表
）

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
六

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
の
試
験
（
法
第

（
新
設
）

百
三
十
二
条
の
五
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
試
験
」
と
い
う
。
）
の
期
日
及
び
場
所
並
び
に
試
験
申
請
書
の
提
出

期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
大
臣
（
指
定
試
験
機
関
の
行
う
試
験
に

あ
つ
て
は
、
指
定
試
験
機
関
。
次
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
二
百
三
十
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六
条
の
五
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
公
表
す
る
。

（
身
体
検
査
）

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
七

身
体
検
査
は
、
別
表
第
六
の
検
査
項
目
の
欄
に
掲
げ

（
新
設
）

る
項
目
に
つ
い
て
行
う
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
身
体
検
査
を
申
請
し
た
者
が
、
第
二
百
三
十
六
条
の
三
十

八
第
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
の

内
容
が
別
表
第
六
に
定
め
る
身
体
検
査
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
の
書
類
の
確
認
を

も
つ
て
、
そ
の
者
に
対
す
る
身
体
検
査
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
認
定
に
よ
り
、
書
類
の
確
認
を

も
つ
て
、
そ
の
者
に
対
す
る
身
体
検
査
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

身
体
検
査
の
各
項
目
に
つ
い
て
基
準
に
該
当
し
た
者
が
身
体
検
査
を
受
け
た

日
か
ら
一
年
以
内
に
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
試
験

の
申
請
を
し
た
場
合

イ

一
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験
（
最
大
離
陸
重
量
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未

満
の
回
転
翼
航
空
機
（
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
）
、
回
転
翼
航
空
機
（
マ
ル
チ
ロ
ー

タ
ー
）
又
は
飛
行
機
に
つ
い
て
の
限
定
（
以
下
「
最
大
離
陸
重
量
二
十
五
キ

ロ
グ
ラ
ム
未
満
に
つ
い
て
の
限
定
」
と
い
う
。
）
を
し
な
い
も
の
（
当
該
限

定
の
変
更
を
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
の
身
体
検
査
に
合
格
し

た
場
合

一
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験
及
び
二
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試

験
ロ

一
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験
（
最
大
離
陸
重
量
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未

満
に
つ
い
て
の
限
定
を
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
二
等
無
人
航
空
機
操

縦
士
試
験
の
身
体
検
査
に
合
格
し
た
場
合

一
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験

（
最
大
離
陸
重
量
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
に
つ
い
て
の
限
定
を
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。
）
及
び
二
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験

二

第
六
十
一
条
の
二
の
航
空
身
体
検
査
証
明
書
の
有
効
期
間
内
に
試
験
の
申
請

を
し
た
場
合

三

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
場
合
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４

国
土
交
通
大
臣
は
、
身
体
検
査
を
受
け
る
者
が
別
表
第
六
に
定
め
る
身
体
検
査

基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
医

師
の
診
断
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
学
科
試
験
）

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
八

学
科
試
験
は
、
資
格
の
区
分
ご
と
に
国
土
交
通
大
臣

（
新
設
）

が
定
め
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

（
実
地
試
験
）

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
九

実
地
試
験
は
、
資
格
の
区
分
ご
と
に
国
土
交
通
大
臣

（
新
設
）

が
定
め
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

２

実
地
試
験
は
、
無
人
航
空
機
の
種
類
に
つ
い
て
の
限
定
に
応
じ
、
国
土
交
通
大

臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
無
人
航
空
機
を
使
用
し
て
行
う
。

（
試
験
合
格
の
通
知
等
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十

国
土
交
通
大
臣
は
、
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
そ

（
新
設
）

の
者
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
試
験
合
格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
身
体
検
査
の
各
項
目
に
つ
い
て
合
格
基
準
に
達
し
た
者
に

対
し
、
身
体
検
査
合
格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
学
科
試
験
合
格
証
明

書
を
交
付
す
る
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
実
地
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
実
地
試
験
合
格
証
明

書
を
交
付
す
る
。

（
学
科
試
験
の
省
略
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
一

一
の
試
験
に
つ
い
て
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
が
前

（
新
設
）

条
第
三
項
の
学
科
試
験
合
格
証
明
書
を
添
え
て
第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
八
第
九

項
の
規
定
に
よ
り
試
験
合
格
証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
た
と
き
は
、
当
該
試
験
（

学
科
試
験
に
合
格
し
た
試
験
が
一
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
一
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験
又
は
二
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験
、
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学
科
試
験
に
合
格
し
た
試
験
が
二
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
二
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験
）
の
学
科
試
験
は
行
わ
な
い
。
た
だ
し

、
当
該
試
験
の
開
始
期
日
前
に
学
科
試
験
に
合
格
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を

経
過
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

現
に
有
す
る
資
格
以
外
の
資
格
の
技
能
証
明
、
技
能
証
明
の
限
定
の
変
更
を
申

請
す
る
者
に
対
す
る
学
科
試
験
に
あ
つ
て
は
、
申
請
に
よ
り
、
既
得
の
技
能
証
明

に
係
る
学
科
試
験
と
同
一
の
も
の
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
同
等
又
は
そ
れ
以

上
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
。

（
実
地
試
験
の
省
略
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
二

現
に
有
す
る
資
格
以
外
の
資
格
の
技
能
証
明
、
技
能

（
新
設
）

証
明
の
限
定
の
変
更
を
申
請
す
る
者
に
対
す
る
実
地
試
験
に
あ
つ
て
は
、
申
請
に

よ
り
、
既
得
の
技
能
証
明
に
係
る
実
地
試
験
の
科
目
と
同
一
の
も
の
で
あ
つ
て
国

土
交
通
大
臣
が
同
等
又
は
そ
れ
以
上
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
行
わ

な
い
。

（
臨
時
身
体
検
査
等
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
三

試
験
に
合
格
し
た
者
が
法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六

（
新
設
）

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、
又
は
技
能
証

明
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
疑
う
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
三

十
二
条
の
四
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
検
査
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す

る
処
分
の
要
件
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
医

師
の
診
断
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
八
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
者
の
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
事
由
に
関
し

専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
医
師
（
認
知
症
で
あ
る
者
で
あ
り
、
又
は
認
知
症
で
あ

る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
疑
う
理
由
が
あ
る
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ

り
通
知
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
認
知
症
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
医

師
又
は
当
該
事
由
に
係
る
主
治
の
医
師
）
が
作
成
し
た
診
断
書
で
あ
つ
て
、
試
験
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に
合
格
し
た
者
が
法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該

当
す
る
者
で
な
く
、
又
は
技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
当

該
医
師
の
意
見
（
認
知
症
で
あ
る
者
で
あ
り
、
又
は
認
知
症
で
あ
る
者
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
つ
た
と
疑
う
理
由
が
あ
る
と
し
て
法
第
百
三
十
二
条
の
四
十
八
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
診
断
に
係
る
検
査
の
結
果
及

び
認
知
症
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
当
該
医
師
の
意
見

）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
登
録
講
習
機
関
の
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
す
る
実
地
試
験
の
免
除
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
四

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
に
規
定
す
る
無
人
航
空
機

（
新
設
）

講
習
（
同
条
に
規
定
す
る
登
録
講
習
機
関
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た

者
が
当
該
登
録
講
習
機
関
の
発
行
す
る
修
了
証
明
書
を
添
え
て
第
二
百
三
十
六
条

の
三
十
八
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
合
格
証
明
書
の
交
付
を
申
請
し
た
と
き
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
登
録
講
習
機
関
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
試
験
の
実
地
試
験
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
試
験
の
開
始
期

日
前
に
当
該
無
人
航
空
機
講
習
を
修
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
の
講
習
を

一
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験
又
は

行
う
登
録
講
習
機
関

二
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験

二
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
の
講
習
を

二
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
試
験

行
う
登
録
講
習
機
関

（
技
能
証
明
書
の
有
効
期
間
の
更
新
の
た
め
の
身
体
適
性
基
準
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
五

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
一
第
三
項
の
国
土
交
通
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
身
体
適
性
に
関
す
る
基
準
は
、
別
表
第
六
の
身
体
検
査
基
準
（
色
覚

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
と
す
る
。
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（
無
人
航
空
機
更
新
講
習
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
六

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
一
第
三
項
の
無
人
航
空
機

（
新
設
）

更
新
講
習
（
同
項
に
規
定
す
る
登
録
更
新
講
習
機
関
が
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下

「
無
人
航
空
機
更
新
講
習
」
と
い
う
。
）
は
、
次
条
第
一
項
又
は
第
二
百
三
十
六

条
の
五
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
証
明
の
有
効
期
間
の

更
新
の
申
請
を
す
る
日
以
前
三
月
以
内
に
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
技
能
証
明
の
有
効
期
間
の
更
新
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
七

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

（
新
設
）

技
能
証
明
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
者
は
、
当
該
技
能
証
明
の
有
効
期
間

が
満
了
す
る
日
以
前
六
月
以
内
に
技
能
証
明
更
新
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
九
号
の
十
様
式
に
よ
る
無
人
航
空
機
操
縦
者
身
体
適
正
検
査
証
明
書

（
申
請
日
以
前
三
月
以
内
に
医
師
又
は
登
録
更
新
講
習
機
関
に
よ
り
受
け
た
検

査
の
結
果
を
記
載
し
た
も
の
を
い
う
。
第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
六
第
一
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
第
二
項
の
身
体
検
査
合

格
証
明
書
（
申
請
日
以
前
一
年
以
内
に
第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
七
の
規
定
に

よ
る
身
体
検
査
を
受
け
、
交
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
第
二
百
三
十
六
条
の
六

十
六
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
航
空
身
体
検
査
証
明
書
又
は
国
土

交
通
大
臣
が
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
と
認
め
る
も
の

二

無
人
航
空
機
更
新
講
習
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

２

登
録
更
新
講
習
機
関
は
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い

て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
職
員
に
当
該
検
査
を
担
当
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
の
提
出
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
証
明
の
有
効
期
間
の
起
算
日
の
変
更
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
八

二
以
上
の
種
類
に
つ
い
て
の
限
定
を
さ
れ
た
技
能
証

（
新
設
）
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明
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
有
効
期
間
の
更
新
を
同
時
に
申
請
す
る
者
は
、
申
請
に

よ
り
、
当
該
二
以
上
の
種
類
に
つ
い
て
の
限
定
を
さ
れ
た
技
能
証
明
の
有
効
期
間

が
更
新
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
技
能
証
明
の
有
効
期
間
の
起
算
日
の
う
ち
最

も
早
く
到
来
す
る
こ
と
と
な
る
日
を
、
こ
れ
ら
の
技
能
証
明
の
有
効
期
間
の
起
算

日
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
起
算
日
の
変
更
に
係
る

技
能
証
明
書
の
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
と
き
は
、
技
能
証
明
書
を
書
き
換
え
て

交
付
す
る
。

（
技
能
証
明
の
更
新
期
間
前
の
更
新
）

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
九

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
七
第
一
項
の
規
定
に
か
か

（
新
設
）

わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
証
明
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
更
新
期
間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間

を
通
じ
て
本
邦
以
外
の
地
に
滞
在
す
る
者
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添

え
て
、
当
該
更
新
期
間
前
に
当
該
技
能
証
明
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
七
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
の
種
類

に
つ
い
て
の
限
定
を
さ
れ
た
技
能
証
明
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
二
以
上
の

種
類
に
つ
い
て
の
限
定
を
さ
れ
た
技
能
証
明
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
有
効
期

間
の
更
新
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
第
五
項
に
お
い
て
「
更
新
期
間
内

証
明
」
と
い
う
。
）
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
も
の
は
、
他
の
技
能
証
明

に
つ
い
て
の
更
新
期
間
前
の
更
新
の
申
請
を
同
時
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
期
間
前
の
更
新
の
申
請
に
よ

り
技
能
証
明
の
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
と
き
は
、
技
能
証
明
書
を
書
き
換
え
て

交
付
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
期
間
前
に
有
効
期
間
の
更
新
が
さ
れ
た
技
能
証
明

の
有
効
期
間
の
起
算
日
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
証
明
書
が
交
付
さ
れ
た
日

と
す
る
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
期
間
前
に
有
効
期
間
の
更
新
が
さ
れ
た
技
能
証
明
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及
び
更
新
期
間
内
証
明
の
有
効
期
間
の
起
算
日
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
技
能

証
明
が
交
付
さ
れ
た
日
と
す
る
。

（
技
能
証
明
の
限
定
の
変
更
）

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技

（
新
設
）

能
証
明
の
限
定
の
変
更
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
技
能
証
明
限
定
変
更
申
請

書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
百
三
十
六
条
の
三
十
八
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
申

請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
技
能
証
明
の
取
消
し
又
は
停
止
の
基
準
）

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
一

国
土
交
通
大
臣
は
、
技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
法
第

（
新
設
）

百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
一
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い

、
そ
の
技
能
証
明
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
に
お
い
て
期
間
を
定
め
て
そ
の

技
能
証
明
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
次

号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
技
能
証
明
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

二

六
月
以
内
に
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
一
号
に
掲
げ
る
病
気
に
か
か
つ

て
い
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
は
、
技
能
証
明

の
効
力
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第

二
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
技
能
証
明
を
取
り

消
し
、
又
は
一
年
以
内
に
お
い
て
期
間
を
定
め
て
そ
の
技
能
証
明
の
効
力
を
停
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
次

号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
技
能
証
明
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

二

次
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
身
体
の
障
害
が
生
じ
て
い
る
が
、
法
第
百
三

十
二
条
の
四
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す

る
こ
と
に
よ
り
、
六
月
以
内
に
当
該
障
害
が
無
人
航
空
機
の
安
全
な
操
縦
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
く
な
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
は
、
技
能
証
明
の
効
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力
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第

三
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
技
能
証
明
を
取
り

消
し
、
又
は
一
年
以
内
に
お
い
て
期
間
を
定
め
て
そ
の
技
能
証
明
の
効
力
を
停
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
次

号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
技
能
証
明
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

二

六
月
以
内
に
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
三
号
の
中
毒
者
に
該
当
し
な
い

こ
と
と
な
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
は
、
技
能
証
明
の
効
力
を
停
止
す
る
も
の

と
す
る
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第

四
号
又
は
第
五
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
従
い
、
そ
の
技
能
証
明
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
に
お
い
て
期
間
を

定
め
て
そ
の
技
能
証
明
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
技
能
証
明
の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
の
事
由
と
な
る
病
気
等
）

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
二

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
一
号
イ
の
国
土
交
通

（
新
設
）

省
令
で
定
め
る
精
神
病
は
、
統
合
失
調
症
と
す
る
。

２

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
病
気
は
、

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
一
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
病
気
は
、

第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
三
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
身
体
の
障
害

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

目
が
見
え
な
い
も
の

二

四
肢
の
全
部
を
失
つ
た
も
の
又
は
四
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
無
人
航
空
機
の
安
全
な
操
縦
に
必
要
な
認

知
又
は
操
作
の
い
ず
れ
か
に
係
る
能
力
を
欠
く
こ
と
と
な
る
も
の
（
法
第
百
三

十
二
条
の
四
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
能
力
が
回
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
を
除
く
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。
）

（
技
能
証
明
の
取
消
し
等
の
通
知
）

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
事
由
を
当
該
処
分
を
受
け
た
無

人
航
空
機
操
縦
者
に
通
知
す
る
。

（
技
能
証
明
書
失
効
再
交
付
の
た
め
の
身
体
適
性
基
準
）

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
四

技
能
証
明
書
が
効
力
を
失
つ
た
場
合
に
お
け
る
技
能

（
新
設
）

証
明
書
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者
（
以
下
「
技
能
証
明
書
失
効
再
交
付
申
請
者
」

と
い
う
。
）
は
、
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
五
に
規
定
す
る
身
体
適
性
に
関
す
る

基
準
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
証
明
書
失
効
再
交
付
講
習
）

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
五

技
能
証
明
書
失
効
再
交
付
申
請
者
は
、
技
能
証
明
書

（
新
設
）

の
効
力
が
失
わ
れ
た
場
合
の
知
識
及
び
経
験
の
不
足
を
補
う
た
め
の
講
習
（
以
下

「
技
能
証
明
書
失
効
再
交
付
講
習
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
従
つ
て
登
録
更
新
講
習
機
関
が
行
う
も
の
の
課
程
を
、
次
条
の
規
定

に
よ
り
技
能
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
を
す
る
日
以
前
三
月
以
内
に
修
了
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
証
明
書
の
失
効
再
交
付
）

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
六

技
能
証
明
書
失
効
再
交
付
申
請
者
は
、
技
能
証
明
再

（
新
設
）

交
付
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
九
号
の
十
様
式
に
よ
る
無
人
航
空
機
操
縦
者
身
体
適
正
検
査
証
明
書

、
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
第
二
項
の
身
体
検
査
合
格
証
明
書
、
航
空
身
体
検

査
証
明
書
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
と
認
め
る
も
の

二

技
能
証
明
失
効
再
交
付
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

２

登
録
更
新
講
習
機
関
は
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
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て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
職
員
に
当
該
検
査
を
担
当
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
の
提
出
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
証
明
書
の
滅
失
等
再
交
付
）

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
七

無
人
航
空
機
操
縦
者
は
、
そ
の
有
す
る
技
能
証
明
書

（
新
設
）

を
滅
失
し
、
毀
損
し
、
又
は
住
所
若
し
く
は
氏
名
を
変
更
し
た
た
め
再
交
付
を
申

請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
技
能
証
明
書
再
交
付
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
写
真
一
葉
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

技
能
証
明
書
（
滅
失
し
た
場
合
を
除
く
。
）

二

第
二
百
三
十
六
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ

か
（
住
所
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
に
限
る
。
）

三

失
つ
た
事
由
及
び
日
時
（
失
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
再
交
付
を
申
請
す

る
場
合
に
限
る
。
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
が
正
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
技
能

証
明
書
を
再
交
付
す
る
。

（
技
能
証
明
書
の
返
納
）

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
八

無
人
航
空
機
操
縦
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

（
新
設
）

速
や
か
に
、
そ
の
事
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
そ
の
有
す
る
技
能
証
明
書

（
第
四
号
の
場
合
に
は
、
発
見
し
た
技
能
証
明
書
）
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
証
明
の
有
効
期
間

の
更
新
を
行
わ
ず
、
技
能
証
明
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
。

二

法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
三
の
規
定
に
よ
り
技
能
証
明
を
取
り
消
さ
れ
た
と

き
。

三

前
二
号
の
ほ
か
、
技
能
証
明
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
。

四

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
た
後
又
は
第
二
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百
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
後
、
失
つ
た
技
能
証
明
書
を
発
見
し

た
と
き
。

２

無
人
航
空
機
操
縦
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
交
付
を
受
け
る
技
能
証
明

書
と
引
換
え
に
、
そ
の
有
す
る
技
能
証
明
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

現
に
有
す
る
資
格
以
外
の
資
格
の
技
能
証
明
を
受
け
た
と
き
、
又
は
限
定
が

な
さ
れ
た
技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
同
一
の
資
格
に
つ
い
て
の
限
定
の
変
更
が

な
さ
れ
た
技
能
証
明
を
受
け
た
と
き
。

二

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
証
明
書
の
有
効
期

間
の
更
新
を
行
う
と
き
。

三

第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
八
第
二
項
又
は
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
九
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
技
能
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
と
き
。

３

無
人
航
空
機
操
縦
者
が
死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
言
を
受
け
た
と
き
は
、
技
能

証
明
書
を
保
管
す
る
者
は
、
第
一
項
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
無
効
の
公
表
）

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
九

国
土
交
通
大
臣
は
、
技
能
証
明
書
に
つ
い
て
第
二
百

（
新
設
）

三
十
八
条
の
失
つ
た
旨
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
、
第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
七
の

再
交
付
の
申
請
（
失
つ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
又
は
前

条
（
第
一
項
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
に
返
納
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
無
効
で
あ
る
こ
と
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
。

第
四
節

無
人
航
空
機
の
飛
行

第
二
節

無
人
航
空
機
の
飛
行

（
立
入
管
理
措
置
）

第
二
百
三
十
六
条
の
七
十

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
措
置
は
、
補
助
者
の
配
置
、
立
入
り
を
制
限
す
る
区
画
の
設
定
そ
の
他

の
適
切
な
措
置
と
す
る
。
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（
飛
行
の
禁
止
空
域
）

（
飛
行
の
禁
止
空
域
）

第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
一

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
一
項
第
一
号
の
国
土

第
二
百
三
十
六
条
の
十
二

法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で

交
通
省
令
で
定
め
る
空
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
空
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
二

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
一
項
第
二
号
の
国
土

第
二
百
三
十
六
条
の
十
三

法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で

交
通
省
令
で
定
め
る
人
又
は
家
屋
の
密
集
し
て
い
る
地
域
は
、
国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る
人
又
は
家
屋
の
密
集
し
て
い
る
地
域
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め

告
示
で
定
め
る
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
集
中
地
区
（
地
上
及
び
水
上

る
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
集
中
地
区
（
地
上
及
び
水
上
の
人
及
び
物

の
人
及
び
物
件
の
安
全
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大

件
の
安
全
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で

臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
を
除
く
。
）
と
す
る
。

定
め
る
区
域
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
総
重
量
）

第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
三

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
二
項
及
び
第
三
項
並

（
新
設
）

び
に
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
三
項
及
び
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
総
重
量
は
、
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
。

（
飛
行
禁
止
空
域
に
お
け
る
飛
行
の
許
可
）

第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
四

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
二
項
又
は
第
四
項
第

（
新
設
）

二
号
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先

二

無
人
航
空
機
の
登
録
記
号
（
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
の
試
験
飛
行
を
行
う

場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
三
項
の
届
出
番
号
。
以
下
同
じ
。
）

三

飛
行
の
目
的
、
日
時
、
経
路
及
び
高
度

四

飛
行
禁
止
空
域
を
飛
行
さ
せ
る
理
由

五

無
人
航
空
機
の
機
体
認
証
書
番
号
（
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
四
項
第

二
号
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
無
人
航
空
機
の
機
体
認
証

書
番
号
又
は
無
人
航
空
機
の
機
能
及
び
性
能
に
関
す
る
事
項
）

六

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
番
号
（
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法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
四
項
第
二
号
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

あ
つ
て
は
、
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明

書
番
号
又
は
無
人
航
空
機
の
飛
行
経
歴
並
び
に
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
に
関
す
る
事
項
）

七

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
際
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
に

関
す
る
事
項

八

飛
行
さ
せ
る
飛
行
禁
止
空
域
に
応
じ
た
リ
ス
ク
の
分
析
及
び
評
価
の
結
果
を

踏
ま
え
て
講
ず
る
措
置
に
関
す
る
事
項
（
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
二
項

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
五

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
三
項
及
び
法
第
百
三

（
新
設
）

十
二
条
の
八
十
六
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
無
人
航
空
機
を

安
全
に
飛
行
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
規
程
の
作
成
及
び
当
該
規

程
の
遵
守
と
す
る
。

２

前
項
の
規
程
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
と
す
る
。

一

使
用
す
る
無
人
航
空
機
の
定
期
的
な
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

二

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
の
技
能
の
維
持
に
関
す
る
事
項

三

当
該
無
人
航
空
機
が
飛
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
そ
の
他
飛
行
に
必
要
な
準
備

が
整
つ
て
い
る
こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項

四

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
及
び
補
助
者
の
役
割
分
担
そ
の
他
無
人
航
空

機
の
飛
行
に
係
る
安
全
管
理
体
制
に
関
す
る
事
項

五

無
人
航
空
機
の
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
連
絡
体
制
の
整
備
そ
の

他
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

六

そ
の
他
飛
行
の
特
性
に
応
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項

（
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い

（
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
無
人
航
空
機
の
飛
行
）

無
人
航
空
機
の
飛
行
）

第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
六

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
四
項
第
一
号
の
国
土

第
二
百
三
十
六
条
の
十
四

法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
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交
通
省
令
で
定
め
る
飛
行
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
飛
行

定
め
る
飛
行
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
飛
行
と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
飛
行
禁
止
空
域
に
お
け
る
飛
行
の
許
可
）

（
削
る
）

第
二
百
三
十
六
条
の
十
五

法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先

二

無
人
航
空
機
の
登
録
記
号
そ
の
他
の
無
人
航
空
機
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項

三

飛
行
の
目
的
、
日
時
、
経
路
及
び
高
度

四

飛
行
禁
止
空
域
を
飛
行
さ
せ
る
理
由

五

無
人
航
空
機
の
機
能
及
び
性
能
に
関
す
る
事
項

六

無
人
航
空
機
の
飛
行
経
歴
並
び
に
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
知
識
及
び
能
力
に
関
す
る
事
項

七

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
際
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
に

関
す
る
事
項

八

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
飛
行
の
方
法
）

（
飛
行
の
方
法
）

第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
七

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
一
項
第
二
号
の
規
定

第
二
百
三
十
六
条
の
十
六

法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
が
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
が
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
に
掲

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
八

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
一
項
第
三
号
の
国
土

第
二
百
三
十
六
条
の
十
七

法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省

交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
九

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
二
項
第
三
号
の
国
土

第
二
百
三
十
六
条
の
十
八

法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省

交
通
省
令
で
定
め
る
距
離
は
、
三
十
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

令
で
定
め
る
距
離
は
、
三
十
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
二
百
三
十
六
条
の
八
十

第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
二
条

第
二
百
三
十
六
条
の
十
九

第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
二
条

の
八
十
六
第
二
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
物
件
に
つ
い
て
準
用
す
る

の
二
第
一
項
第
九
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
物
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
九
十
四
条
第
一
項
第
八
号
中
「
航
空
機
」
と
あ
る

の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
九
十
四
条
第
一
項
第
八
号
中
「
航
空
機
」
と
あ
る
の
は

の
は
、
「
無
人
航
空
機
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
「
無
人
航
空
機
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
人
航
空
機
の
飛
行
の
た
め
当
該
無
人
航
空
機

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
人
航
空
機
の
飛
行
の
た
め
当
該
無
人
航
空
機

で
輸
送
す
る
物
件
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
二
項
第
五
号
の
国
土
交
通

で
輸
送
す
る
物
件
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
九
号
の
国
土
交
通
省
令

省
令
で
定
め
る
物
件
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

で
定
め
る
物
件
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
飛
行
の
方
法
に
よ
ら
な
い
飛
行
の
承
認
）

第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
一

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
三
項
又
は
第
五
項
第

（
新
設
）

二
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先

二

無
人
航
空
機
の
登
録
記
号

三

飛
行
の
目
的
、
日
時
、
経
路
及
び
高
度

四

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
ら
ず
に
飛
行

さ
せ
る
理
由

五

無
人
航
空
機
の
機
体
認
証
書
番
号
（
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
五
項
第

二
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
無
人
航
空
機
の
機
体
認
証

書
番
号
又
は
無
人
航
空
機
の
機
能
及
び
性
能
に
関
す
る
事
項
）

六

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
番
号
（

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
五
項
第
二
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

あ
つ
て
は
、
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明

書
番
号
又
は
無
人
航
空
機
の
飛
行
経
歴
並
び
に
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
に
関
す
る
事
項
）

七

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
際
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
に
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関
す
る
事
項

八

飛
行
の
方
法
に
応
じ
た
リ
ス
ク
の
分
析
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
講
ず

る
措
置
に
関
す
る
事
項
（
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
三
項
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い

（
法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
無
人
航
空
機
の
飛
行
）

無
人
航
空
機
の
飛
行
）

第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
二

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
五
項
第
一
号
の
国
土

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十

法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省

交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
方
法

令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る

に
よ
る
飛
行
で
あ
つ
て
、
第
二
百
三
十
六
条
の
七
十
六
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

飛
行
で
あ
つ
て
、
第
二
百
三
十
六
条
の
十
四
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
飛
行
を
行
う
場
合
と
す
る
。

要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
飛
行
を
行
う
場
合
と
す
る
。

（
飛
行
の
方
法
に
よ
ら
な
い
飛
行
の
承
認
）

（
削
る
）

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
一

法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先

二

無
人
航
空
機
の
登
録
記
号
そ
の
他
の
無
人
航
空
機
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項

三

飛
行
の
目
的
、
日
時
、
経
路
及
び
高
度

四

法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
ら
ず
に
飛
行
さ
せ
る
理
由

五

無
人
航
空
機
の
機
能
及
び
性
能
に
関
す
る
事
項

六

無
人
航
空
機
の
飛
行
経
歴
並
び
に
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
知
識
及
び
能
力
に
関
す
る
事
項

七

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
際
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
に

関
す
る
事
項

八

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
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（
無
人
航
空
機
の
飛
行
計
画
等
）

第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
三

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
本
文
の
国
土
交

（
新
設
）

通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

無
人
航
空
機
の
登
録
記
号
及
び
種
類

二

無
人
航
空
機
の
型
式
（
型
式
認
証
を
受
け
た
型
式
の
無
人
航
空
機
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）

三

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
の
氏
名

四

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
番
号
（

無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）

五

許
可
又
は
承
認
（
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
第

二
号
の
許
可
又
は
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
第
二

号
の
承
認
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
番
号
（
許
可
又
は
承
認
を
受
け
て
い
る

場
合
に
限
る
。
）

六

飛
行
の
目
的
、
高
度
及
び
速
度

七

飛
行
さ
せ
る
飛
行
禁
止
空
域
及
び
飛
行
の
方
法

八

出
発
地

九

目
的
地

十

目
的
地
に
到
着
す
る
ま
で
の
所
要
時
間

十
一

立
入
管
理
措
置
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

十
二

無
人
航
空
機
の
事
故
等
に
よ
り
支
払
う
こ
と
の
あ
る
損
害
賠
償
の
た
め
の

保
険
契
約
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

十
三

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
電
磁
的
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
報
し
た
飛
行
計
画
を
変

更
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
無
人
航
空
機
の
登
録

記
号
及
び
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
通
報
す
れ
ば
足
り
る
。

４

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
飛
行
を
開

始
し
た
後
に
飛
行
計
画
を
通
報
す
る
場
合
は
、
当
該
特
定
飛
行
の
開
始
後
速
や
か
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に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場

合
は
、
飛
行
計
画
に
係
る
シ
ス
テ
ム
に
障
害
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
飛
行
を

開
始
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
飛
行
計
画
を
通
報
す
る
手
段
の
な
い
場
合
と
す
る

。（
飛
行
日
誌
）

第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
四

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

（
新
設
）

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
が
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
飛
行
日
誌
は
、
飛
行

記
録
、
日
常
点
検
記
録
及
び
点
検
整
備
記
録
と
す
る
。

２

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
飛
行
日
誌
に
記
載
す
べ
き

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

飛
行
記
録

イ

無
人
航
空
機
の
登
録
記
号
、
種
類
及
び
型
式

ロ

無
人
航
空
機
の
型
式
認
証
書
番
号
（
型
式
認
証
を
受
け
た
型
式
の
無
人
航

空
機
に
限
る
。
）

ハ

機
体
認
証
の
区
分
及
び
機
体
認
証
書
番
号
（
機
体
認
証
を
受
け
た
無
人
航

空
機
に
限
る
。
）

ニ

無
人
航
空
機
の
製
造
者
及
び
製
造
番
号

ホ

無
人
航
空
機
の
飛
行
に
関
す
る
次
の
記
録

⑴

飛
行
年
月
日

⑵

飛
行
さ
せ
た
者
の
氏
名
及
び
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
番
号

⑶

飛
行
の
目
的
及
び
経
路

⑷

飛
行
さ
せ
た
飛
行
禁
止
空
域
及
び
飛
行
の
方
法

⑸

離
陸
場
所
及
び
離
陸
時
刻

⑹

着
陸
場
所
及
び
着
陸
時
刻

⑺

飛
行
時
間

⑻

製
造
後
の
総
飛
行
時
間

⑼

飛
行
の
安
全
に
影
響
の
あ
つ
た
事
項
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

ヘ

不
具
合
及
び
そ
の
対
応
に
関
す
る
次
の
記
録



- 46 -

⑴

不
具
合
の
発
生
年
月
日
及
び
そ
の
内
容

⑵

対
応
を
行
つ
た
年
月
日
及
び
そ
の
内
容
並
び
に
確
認
を
行
つ
た
者
の
氏

名

二

日
常
点
検
記
録

イ

前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ロ

日
常
点
検
に
関
す
る
次
の
記
録

⑴

実
施
の
年
月
日
及
び
場
所

⑵

実
施
者
の
氏
名

⑶

点
検
項
目
ご
と
の
日
常
点
検
の
結
果

⑷

そ
の
他
特
記
事
項

三

点
検
整
備
記
録

イ

第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ロ

点
検
、
修
理
、
改
造
又
は
整
備
に
関
す
る
次
の
記
録

⑴

実
施
の
年
月
日
及
び
場
所

⑵

実
施
者
の
氏
名

⑶

点
検
、
修
理
、
改
造
及
び
整
備
の
内
容
（
部
品
を
交
換
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
交
換
部
品
名
を
含
む
。
）

⑷

実
施
の
理
由

⑸

最
近
の
機
体
認
証
後
の
総
飛
行
時
間

⑹

そ
の
他
特
記
事
項

（
無
人
航
空
機
の
事
故
に
関
す
る
報
告
）

第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
五

法
第
百
三
十
二
条
の
九
十
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
氏
名
及
び
所
属
す
る
会
社
そ
の
他
の
団
体

が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称

二

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
住
所
（
所
属
す
る
会
社
そ
の
他
の
団
体
が

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
所
在
地
。
第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
七
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

三

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
番
号
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四

許
可
又
は
承
認
を
受
け
た
年
月
日
及
び
当
該
許
可
又
は
承
認
の
番
号
（
許
可

又
は
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
七
第
五
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

五

無
人
航
空
機
の
登
録
記
号
、
型
式
、
製
造
者
及
び
製
造
番
号

六

無
人
航
空
機
の
機
体
認
証
書
番
号
（
機
体
認
証
を
受
け
た
無
人
航
空
機
に
限

る
。
第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
七
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

七

無
人
航
空
機
の
使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称

八

出
発
地
及
び
到
着
予
定
地

九

飛
行
の
目
的
及
び
概
要

十

事
故
の
概
要

十
一

人
の
死
傷
又
は
物
件
の
損
壊
概
要

十
二

無
人
航
空
機
の
損
壊
概
要
（
無
人
航
空
機
が
損
壊
し
た
場
合
に
限
る
。
第

二
百
三
十
六
条
の
八
十
七
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
三

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
無
人
航
空
機
の
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態
の
報
告

）
第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
六

法
第
百
三
十
二
条
の
九
十
一
の
国
土
交
通
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
事
態
は
、
次
に
掲
げ
る
事
態
と
す
る
。

一

無
人
航
空
機
に
よ
る
人
の
負
傷
（
法
第
百
三
十
二
条
の
九
十
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
人
の
死
傷
を
除
く
。
次
条
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

無
人
航
空
機
の
制
御
が
不
能
と
な
つ
た
事
態

三

無
人
航
空
機
が
発
火
し
た
事
態
（
飛
行
中
に
発
生
し
た
も
の
に
限
る
。
）

第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
七

法
第
百
三
十
二
条
の
九
十
一
の
規
定
に
よ
り
、
無
人

（
新
設
）

航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
氏
名
及
び
所
属
す
る
会
社
そ
の
他
の
団
体

が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称

二

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
住
所
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三

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
の
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
番
号

四

報
告
に
係
る
事
態
が
発
生
し
た
日
時
及
び
場
所

五

許
可
又
は
承
認
を
受
け
た
年
月
日
及
び
当
該
許
可
又
は
承
認
の
番
号

六

無
人
航
空
機
の
登
録
記
号
、
型
式
、
製
造
者
及
び
製
造
番
号

七

無
人
航
空
機
の
機
体
認
証
書
番
号

八

無
人
航
空
機
の
使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称

九

出
発
地
及
び
到
着
予
定
地

十

飛
行
の
目
的
及
び
概
要

十
一

報
告
に
係
る
事
態
の
概
要

十
二

人
の
負
傷
の
概
要
（
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
態
の
場
合
に
限
る
。
）

十
三

無
人
航
空
機
の
損
壊
概
要

十
四

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
捜
索
又
は
救
助
の
た
め
の
特
例
）

（
捜
索
又
は
救
助
の
た
め
の
特
例
）

第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
八

法
第
百
三
十
二
条
の
九
十
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
二

法
第
百
三
十
二
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

め
る
者
は
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
依
頼
に
よ
り
捜
索

者
は
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
依
頼
に
よ
り
捜
索
若
し

若
し
く
は
救
助
を
行
う
者
と
す
る
。

く
は
救
助
を
行
う
者
と
す
る
。

第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
九

法
第
百
三
十
二
条
の
九
十
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定

第
二
百
三
十
六
条
の
二
十
三

法
第
百
三
十
二
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

め
る
目
的
は
、
捜
索
又
は
救
助
と
す
る
。

目
的
は
、
捜
索
又
は
救
助
と
す
る
。

（
届
出
）

（
届
出
）

第
二
百
三
十
八
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

第
二
百
三
十
八
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
に
は
、
遅
滞
な
く
（
耐
空
検
査
員
又
は
操
縦
技
能

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
に
は
、
遅
滞
な
く
（
耐
空
検
査
員
又
は
操
縦
技
能

審
査
員
が
耐
空
検
査
員
の
証
又
は
操
縦
技
能
審
査
員
の
証
を
失
つ
た
場
合
に
あ
つ

審
査
員
が
耐
空
検
査
員
の
証
又
は
操
縦
技
能
審
査
員
の
証
を
失
つ
た
場
合
に
あ
つ

て
は
十
日
以
内
に
、
航
空
従
事
者
若
し
く
は
操
縦
練
習
生
又
は
無
人
航
空
機
操
縦

て
は
十
日
以
内
に
、
航
空
従
事
者
又
は
操
縦
練
習
生
が
技
能
証
明
書
若
し
く
は
航

者
技
能
証
明
を
受
け
た
者
が
技
能
証
明
書
若
し
く
は
航
空
身
体
検
査
証
明
書
、
航

空
身
体
検
査
証
明
書
又
は
航
空
機
操
縦
練
習
許
可
書
を
失
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は

空
機
操
縦
練
習
許
可
書
又
は
無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
を
失
つ
た
場
合
に

三
十
日
以
内
に
、
航
空
保
安
無
線
施
設
又
は
航
空
灯
火
の
設
置
者
が
当
該
施
設
の

あ
つ
て
は
三
十
日
以
内
に
、
航
空
保
安
無
線
施
設
又
は
航
空
灯
火
の
設
置
者
が
当

運
用
時
間
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
十
日
前
ま
で
に
）
、
同

該
施
設
の
運
用
時
間
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
十
日
前
ま
で

表
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
、
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
付
記
し
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に
）
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
、
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
そ
の
他
必
要
な
事
項

そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
付
記
し
て
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

届
出
義
務
者

届
出
を
行
う
場
合

付

記

事

項

届
出
義
務
者

届
出
を
行
う
場
合

付

記

事

項

一
～
十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
二

本
邦
航
空
運

氏
名
若
し
く
は
名
称
又

変
更
が
あ
つ
た
期
日

十
二

本
邦
航
空
運

氏
名
若
し
く
は
名
称
又

変
更
が
あ
つ
た
期
日

送
事
業
者
又
は
航

は
住
所
に
変
更
が
あ
つ

送
事
業
者
又
は
航

は
住
所
に
変
更
が
あ
つ

空
機
使
用
事
業
者

た
場
合

空
機
使
用
事
業
者

た
場
合

十
三

無
人
航
空
機

氏
名
、
住
所
、
電
話
番

変
更
が
あ
つ
た
期
日

操
縦
者
技
能
証
明

号
又
は
電
子
メ
ー
ル
ア

を
申
請
し
た
者
（

ド
レ
ス
に
変
更
が
あ
つ

第
二
百
三
十
六
条

た
場
合

の
六
十
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る

代
理
人
を
変
更
し
た
場

一

代
理
人
を
変
更
し
た

場
合
を
含
む
。
）

合

期
日

二

代
理
人
の
権
限
を
証

す
る
書
面

十
四

無
人
航
空
機

無
人
航
空
機
操
縦
者
技

失
つ
た
事
由
及
び
日
時

操
縦
者
技
能
証
明

能
証
明
書
を
失
つ
た
場

を
受
け
た
者

合
（
三
十
日
以
内
に
第

二
百
三
十
六
条
の
六
十

七
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
再
交
付
を
申
請
す

る
場
合
を
除
く
。
）



- 50 -

（
指
定
立
替
納
付
者
に
よ
る
納
付
の
申
出
に
係
る
納
付
情
報
の
送
信
）

（
指
定
立
替
納
付
者
に
よ
る
納
付
の
申
出
に
係
る
納
付
情
報
の
送
信
）

第
二
百
三
十
九
条
の
十
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定

第
二
百
三
十
九
条
の
十
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
百
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

に
よ
る
手
数
料
の
納
付
を
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
当
該
手
数
料
の
納
付
に
際
し

手
数
料
の
納
付
を
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
当
該
手
数
料
の
納
付
に
際
し
、
法
第

、
法
第
百
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
納
付

百
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
納
付
す
べ
き

す
べ
き
手
数
料
の
額
そ
の
他
必
要
な
納
付
情
報
を
、
当
該
手
数
料
を
納
付
し
よ
う

手
数
料
の
額
そ
の
他
必
要
な
納
付
情
報
を
、
当
該
手
数
料
を
納
付
し
よ
う
と
す
る

と
す
る
者
又
は
指
定
立
替
納
付
者
が
預
金
又
は
貯
金
の
払
出
し
と
そ
の
払
い
出
し

者
又
は
指
定
立
替
納
付
者
が
預
金
又
は
貯
金
の
払
出
し
と
そ
の
払
い
出
し
た
金
銭

た
金
銭
に
よ
る
納
付
を
委
託
し
た
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
に

に
よ
る
納
付
を
委
託
し
た
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
に
対
し
、

対
し
、
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
職
権
の
委
任
）

（
職
権
の
委
任
）

第
二
百
四
十
条

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲

第
二
百
四
十
条

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲

げ
る
も
の
は
、
地
方
航
空
局
長
に
行
わ
せ
る
。

げ
る
も
の
は
、
地
方
航
空
局
長
に
行
わ
せ
る
。

一
～
四
十
の
二

（
略
）

一
～
四
十
の
二

（
略
）

四
十
の
三

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
立
入
管

（
新
設
）

理
措
置
を
講
じ
た
上
で
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）

四
十
の
四

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
許
可

四
十
の
三

法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
許
可

四
十
の
五

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
（
立
入
管

（
新
設
）

理
措
置
を
講
じ
た
上
で
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）

四
十
の
六

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
六
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
承
認

四
十
の
四

法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
承
認

四
十
一
～
六
十
五

（
略
）

四
十
一
～
六
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
二
百
四
十
条
の
二

地
方
航
空
局
長
は
、
前
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
二
十
号
の

第
二
百
四
十
条
の
二

地
方
航
空
局
長
は
、
前
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
二
十
号
の

権
限
、
同
項
第
二
十
四
号
の
二
の
権
限
（
無
線
電
話
及
び
航
空
交
通
管
制
用
自
動

権
限
、
同
項
第
二
十
四
号
の
二
の
権
限
（
無
線
電
話
及
び
航
空
交
通
管
制
用
自
動

応
答
装
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
十
五
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事

応
答
装
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
十
五
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事

業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
係
る
も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築
物
に
お
い
て
離
陸
し

業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
係
る
も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築
物
に
お
い
て
離
陸
、

、
又
は
着
陸
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第

又
は
着
陸
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二

二
十
七
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
、
計
器
飛
行
方
式
に

十
七
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
、
計
器
飛
行
方
式
に
よ

よ
り
、
又
は
夜
間
に
お
い
て
飛
行
し
よ
う
と
す
る
航
空
機
及
び
物
件
を
機
体
の
外

り
、
又
は
夜
間
に
お
い
て
飛
行
し
よ
う
と
す
る
航
空
機
及
び
物
件
を
機
体
の
外
に



- 51 -

に
装
着
し
、
つ
り
下
げ
、
又
は
曳
航
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に

装
着
し
、
つ
り
下
げ
、
又
は
曳
航
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係

係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
十
七
号
の
二
及
び
第
二
十
九
号
の
権
限
、
同

る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
十
七
号
の
二
及
び
第
二
十
九
号
の
権
限
、
同
項

項
第
三
十
一
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か

第
三
十
一
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ

つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
試
験
を
す
る
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係

、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
試
験
を
す
る
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係
る

る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有
視

も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有
視
界

界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
た
め
の

飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
た
め
の
飛

飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
七
号
コ

行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
七
号
コ
及

及
び
第
三
十
七
号
の
十
一
の
権
限
、
同
項
第
四
十
号
の
三
及
び
第
四
十
号
の
四
の

び
第
三
十
七
号
の
十
一
の
権
限
、
同
項
第
四
十
号
の
三
の
権
限
（
法
第
百
三
十
二

権
限
（
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第
一
項
第
一
号
の
空
域
に
お
け
る
飛
行
に
係

条
第
一
項
第
一
号
の
空
域
に
お
け
る
飛
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
前
条
第
一

る
も
の
に
限
る
。
）
、
前
条
第
一
項
第
四
十
一
号
の
権
限
、
同
項
第
四
十
二
号
の

項
第
四
十
一
号
の
権
限
、
同
項
第
四
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接
続

権
限
（
管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区
内
の
特
別
管
制
空
域
並
び
に

す
る
進
入
管
制
区
内
の
特
別
管
制
空
域
並
び
に
情
報
圏
に
係
る
行
為
を
行
お
う
と

情
報
圏
に
係
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項

す
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
四
十
三
号
及
び
第
六
十
四
号
の

第
四
十
三
号
及
び
第
六
十
四
号
の
二
ニ
の
権
限
を
空
港
事
務
所
長
に
行
わ
せ
る
も

二
ニ
の
権
限
を
空
港
事
務
所
長
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
二
百
四
十
二
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
権
限
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地

第
二
百
四
十
二
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
権
限
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地

方
航
空
局
長
、
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
が
行
う
。

方
航
空
局
長
、
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
が
行
う
。

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号

当
該
許
可
、
承
認
又
は
届
出
を
必
要

二

第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号

当
該
許
可
、
承
認
又
は
届
出
を
必
要

、
第
四
号
及
び
第
七
号
の
権
限
、

と
す
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場
所

、
第
四
号
及
び
第
七
号
の
権
限
、

と
す
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場
所

同
項
第
二
十
四
号
の
二
の
権
限
（

を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
航
空
局
長

同
項
第
二
十
四
号
の
二
の
権
限
（

を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
航
空
局
長

無
線
電
話
及
び
航
空
交
通
管
制
用

無
線
電
話
及
び
航
空
交
通
管
制
用

自
動
応
答
装
置
に
係
る
も
の
を
除

自
動
応
答
装
置
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
、
同
項
第
二
十
四
号
の
三

く
。
）
、
同
項
第
二
十
四
号
の
三

及
び
第
二
十
四
号
の
五
の
権
限
、

及
び
第
二
十
四
号
の
五
の
権
限
、

同
項
第
二
十
五
号
の
権
限
（
航
空

同
項
第
二
十
五
号
の
権
限
（
航
空

運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機

運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
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に
係
る
も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築

に
係
る
も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築

物
に
お
い
て
離
陸
し
、
又
は
着
陸

物
に
お
い
て
離
陸
し
、
又
は
着
陸

し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に

し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第

二
十
六
号
の
権
限
、
同
項
第
二
十

二
十
六
号
の
権
限
、
同
項
第
二
十

七
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
業
の

七
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
業
の

用
に
供
す
る
航
空
機
、
計
器
飛
行

用
に
供
す
る
航
空
機
、
計
器
飛
行

方
式
に
よ
り
、
又
は
夜
間
に
お
い

方
式
に
よ
り
、
又
は
夜
間
に
お
い

て
飛
行
し
よ
う
と
す
る
航
空
機
及

て
飛
行
し
よ
う
と
す
る
航
空
機
及

び
物
件
を
機
体
の
外
に
装
着
し
、

び
物
件
を
機
体
の
外
に
装
着
し
、

つ
り
下
げ
、
又
は
曳
航
し
て
運
送

つ
り
下
げ
、
又
は
曳
航
し
て
運
送

し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に

し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第

二
十
八
号
及
び
第
三
十
号
の
権
限

二
十
八
号
及
び
第
三
十
号
の
権
限

、
同
項
第
三
十
一
号
の
権
限
（
管

、
同
項
第
三
十
一
号
の
権
限
（
管

制
圏
内
に
お
い
て
、
有
視
界
飛
行

制
圏
内
に
お
い
て
、
有
視
界
飛
行

方
式
に
よ
り
、
か
つ
、
昼
間
に
お

方
式
に
よ
り
、
か
つ
、
昼
間
に
お

い
て
航
空
機
の
試
験
を
す
る
飛
行

い
て
航
空
機
の
試
験
を
す
る
飛
行

を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係
る

を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
三
十

も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
三
十

二
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い

二
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い

て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、

て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、

か
つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の

か
つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の

操
縦
の
練
習
の
た
め
の
飛
行
を
行

操
縦
の
練
習
の
た
め
の
飛
行
を
行

お
う
と
す
る
航
空
機
に
係
る
も
の

お
う
と
す
る
航
空
機
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
、
同
項
第
四
十
号
の

を
除
く
。
）
、
同
項
第
四
十
号
の

権
限
、
同
項
第
四
十
号
の
三
及
び

権
限
、
同
項
第
四
十
号
の
三
の
権

第
四
十
号
の
四
の
権
限
（
法
第
百

限
（
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第

三
十
二
条
の
八
十
五
第
一
項
第
二

二
号
の
空
域
に
お
け
る
飛
行
に
係

号
の
空
域
に
お
け
る
飛
行
に
係
る

る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
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も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十

十
条
第
一
項
第
四
十
号
の
四
の
権

条
第
一
項
第
四
十
号
の
五
及
び
第

限
、
同
項
第
四
十
二
号
の
権
限
（

四
十
号
の
六
の
権
限
、
同
項
第
四

管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
進

十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
及
び
こ

入
管
制
区
内
の
特
別
管
制
空
域
並

れ
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区
内
の

び
に
情
報
圏
に
係
る
行
為
を
行
お

特
別
管
制
空
域
並
び
に
情
報
圏
に

う
と
す
る
者
に
係
る
も
の
を
除
く

係
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
に

。
）
並
び
に
同
項
第
六
十
四
号
、

係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
同

第
六
十
四
号
の
三
、
第
六
十
四
号

項
第
六
十
四
号
、
第
六
十
四
号
の

の
四
及
び
第
六
十
四
号
の
五
の
権

三
、
第
六
十
四
号
の
四
及
び
第
六

限

十
四
号
の
五
の
権
限

三
～
七

（
略
）

（
略
）

三
～
七

（
略
）

（
略
）

八

第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
十

当
該
許
可
、
届
出
又
は
通
報
を
必
要

八

第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
十

当
該
許
可
、
届
出
又
は
通
報
を
必
要

四
号
の
二
の
権
限
（
無
線
電
話
及

と
す
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場
所

四
号
の
二
の
権
限
（
無
線
電
話
及

と
す
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場
所

び
航
空
交
通
管
制
用
自
動
応
答
装

を
管
轄
区
域
と
す
る
空
港
事
務
所
長

び
航
空
交
通
管
制
用
自
動
応
答
装

を
管
轄
区
域
と
す
る
空
港
事
務
所
長

置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同

置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同

項
第
二
十
五
号
の
権
限
（
航
空
運

項
第
二
十
五
号
の
権
限
（
航
空
運

送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に

送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に

係
る
も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築
物

係
る
も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築
物

に
お
い
て
離
陸
し
、
又
は
着
陸
し

に
お
い
て
離
陸
し
、
又
は
着
陸
し

よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係

よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二

る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二

十
七
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
業

十
七
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
業

の
用
に
供
す
る
航
空
機
、
計
器
飛

の
用
に
供
す
る
航
空
機
、
計
器
飛

行
方
式
に
よ
り
、
又
は
夜
間
に
お

行
方
式
に
よ
り
、
又
は
夜
間
に
お

い
て
飛
行
し
よ
う
と
す
る
航
空
機

い
て
飛
行
し
よ
う
と
す
る
航
空
機

及
び
物
件
を
機
体
の
外
に
装
着
し

及
び
物
件
を
機
体
の
外
に
装
着
し

、
つ
り
下
げ
、
又
は
曳
航
し
て
運

、
つ
り
下
げ
、
又
は
曳
航
し
て
運
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送
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機

送
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項

第
二
十
七
号
の
二
及
び
第
二
十
九

第
二
十
七
号
の
二
及
び
第
二
十
九

号
の
権
限
、
同
項
第
三
十
一
号
の

号
の
権
限
、
同
項
第
三
十
一
号
の

権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有

権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有

視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ
、

視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ
、

昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
試
験
を

昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
試
験
を

す
る
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空

す
る
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空

機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同

機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同

項
第
三
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏

項
第
三
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏

内
に
お
い
て
、
有
視
界
飛
行
方
式

内
に
お
い
て
、
有
視
界
飛
行
方
式

に
よ
り
、
か
つ
、
昼
間
に
お
い
て

に
よ
り
、
か
つ
、
昼
間
に
お
い
て

航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
た
め
の

航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
た
め
の

飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に

飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第

四
十
号
の
三
及
び
第
四
十
号
の
四

四
十
号
の
三
の
権
限
（
法
第
百
三

の
権
限
（
法
第
百
三
十
二
条
の
八

十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
空
域
に

十
五
第
一
項
第
一
号
の
空
域
に
お

お
け
る
飛
行
に
係
る
も
の
に
限
る

け
る
飛
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。

。
）
、
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第

）
、
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
四

四
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
及
び

十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
及
び
こ

こ
れ
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区
内

れ
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区
内
の

の
特
別
管
制
空
域
並
び
に
情
報
圏

特
別
管
制
空
域
並
び
に
情
報
圏
に

に
係
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者

係
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
に

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同

同
項
第
四
十
三
号
の
権
限

項
第
四
十
三
号
の
権
限

九
～
十
一

（
略
）

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

（
略
）
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（
申
請
等
の
経
由
）

（
申
請
等
の
経
由
）

第
二
百
四
十
三
条

法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
申
請
、
報

第
二
百
四
十
三
条

法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
申
請
、
報

告
、
通
知
、
通
報
又
は
届
出
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る

告
、
通
知
、
通
報
又
は
届
出
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
表
に
定
め
る
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
を
経
由
し
て
行
う
こ

者
は
、
次
表
に
定
め
る
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
を
経
由
し
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

申

請

等

空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長

申

請

等

空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

法
第
七
十
六
条
、
法
第
七
十
六

最
寄
り
の
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港

二

法
第
七
十
六
条
、
法
第
七
十
六

最
寄
り
の
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港

条
の
二
、
法
第
百
三
十
二
条
の
八

出
張
所
長

条
の
二
、
法
第
百
三
十
二
条
第
二

出
張
所
長

十
五
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

項
第
二
号
及
び
法
第
百
三
十
二
条

並
び
に
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十

の
二
第
二
項
第
二
号
並
び
に
こ
れ

六
第
三
項
及
び
第
五
項
第
二
号
並

ら
の
規
定
に
係
る
こ
の
省
令
の
規

び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
こ
の

定
、
第
二
百
三
十
六
条
第
二
項
及

省
令
の
規
定
、
第
二
百
三
十
六
条

び
第
二
百
三
十
六
条
の
六
第
三
項

第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
六
条
の

の
規
定
に
よ
る
申
請
等

六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２

法
の
規
定
に
よ
り
空
港
事
務
所
長
に
申
請
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
表
に

２

法
の
規
定
に
よ
り
空
港
事
務
所
長
に
申
請
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
表
に

定
め
る
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

定
め
る
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

申

請

等

空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長

申

請

等

空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
五
第

最
寄
り
の
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港

二

法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
二

最
寄
り
の
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港



- 56 -

二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
並
び
に

出
張
所
長

号
及
び
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第

出
張
所
長

法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の

二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等

規
定
に
よ
る
申
請
等

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

別
表
第
六
（
第
二
百
三
十
六
条
の
四
十
七
、
第
二
百
三
十
六
条
の
五
十
五
関
係
）

（
新
設
）

一
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
の
資
格
に
つ
い
て
の
技
能
証
明
（
最

大
離
陸
重
量
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
に
つ
い
て
の
限
定
を
さ

れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
二
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
の
資
格

に
つ
い
て
の
技
能
証
明
に
係
る
身
体
検
査
基
準

視
力
が
両
眼
で
〇
・
七
以
上
、
か
つ
、
一
眼
で
そ
れ
ぞ
れ
〇
・

三
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
一
眼
の
視
力
が
〇
・
三
に
満
た
な
い

視

力

者
若
し
く
は
一
眼
が
見
え
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
他
眼
の
視
野

が
左
右
一
五
〇
度
以
上
で
、
視
力
が
〇
・
七
以
上
で
あ
る
こ
と

。

色

覚

赤
色
、
青
色
及
び
黄
色
の
識
別
が
で
き
る
こ
と
。

両
耳
の
聴
力
（
補
聴
器
に
よ
り
補
わ
れ
た
聴
力
を
含
む
。
）
が

聴

力

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
、
九
〇
デ
シ
ベ
ル
の
警
音
器
の
音
が

聞
こ
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

第
二
百
三
十
六
条
の
六
十
二
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号

に
掲
げ
る
身
体
の
障
害
が
な
い
こ
と
。

二

一
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
無
人
航
空
機
の
安
全
な
飛
行

に
必
要
な
認
知
又
は
操
作
の
い
ず
れ
か
に
係
る
能
力
を
欠
く

こ
と
と
な
る
四
肢
又
は
体
幹
の
障
害
が
あ
る
が
、
法
第
百
三

運
動
能
力

検
査
項
目
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十
二
条
の
四
十
四
の
規
定
に
よ
る
条
件
を
付
す
こ
と
に
よ
り

、
無
人
航
空
機
の
安
全
な
飛
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

備
考

一
等
無
人
航
空
機
操
縦
士
の
資
格
に
つ
い
て
の
技
能
証
明
（
最
大
離
陸
重
量

二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
に
つ
い
て
の
限
定
を
し
な
い
も
の
（
当
該
限
定
の
変
更

を
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
に
係
る
身
体
検
査
に
あ
つ
て
は
、
国
際

民
間
航
空
条
約
の
附
属
書
一
第
百
七
十
七
改
訂
版
に
規
定
す
る
第
三
種
身
体
検
査

基
準
に
相
当
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

2
9

（

2
3
6

1
4

）
（

A
5

）

（

）

第
号
の
５
様
式

第
条
の

関
係

日
本
産
業
規
格

新
設

2
9

（

23
6

1
6

）
（

A
5

）

（

）

第
号
の
６
様
式

第
条
の

関
係

日
本
産
業
規
格

新
設
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2
9

（

2
36

2
6

）
（

A
4

）

（

）

第
号
の
７
様
式

第
条
の

関
係

日
本
産
業
規
格

新
設
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2
9

（

23
6

3
8

）
（

A
4

）

（

）

第
号
の
８
様
式

第
条
の

関
係

日
本
産
業
規
格

新
設
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2
9

（

2
3
6

3
9

）

（

）

第
号
の
９
様
式

第
条
の

関
係

新
設

無
人
航
空
機
操
縦
者
技
能
証
明
書
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第
号
の

様
式

第
条
の

関
係

第
条
の

関
係

日
本
産
業
規
格

29
1
0

（

2
3
6

5
7

2
3
6

6
6

）
（

、

A
4

）
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3
0

（

2
3
9

）

3
0

（

2
3
9

）

第
号
様
式

第
条
関
係

第
号
様
式

第
条
関
係

（

）

（

）

表
表

（

）

（

）

略
略

航
空
法
抜
粋

航
空
法
抜
粋

（

）

（

）

報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査

報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査

第
条

国
土
交
通
大
臣
は

こ
の
法
律
の
施
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要

第
条

国
土
交
通
大
臣
は

こ
の
法
律
の
施
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要

1
3
4

1
3
4

、
、

が
あ
る
と
き
は

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し

航
空
機
若
し
く
は
装
備
品
等

が
あ
る
と
き
は

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し

航
空
機
若
し
く
は
装
備
品
等

、
、

、
、

の
設
計

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査

航
空
従
事
者
の
養
成
若

の
設
計

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査

航
空
従
事
者
の
養
成
若

、
、

、
、

、
、

、
、
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し
く
は
知
識
及
び
能
力
の
判
定

航
空
身
体
検
査
証
明

空
港
等
若
し
く

し
く
は
知
識
及
び
能
力
の
判
定

航
空
身
体
検
査
証
明

空
港
等
若
し
く

、
、

、
、

は
航
空
保
安
施
設
の
工
事

管
理
若
し
く
は
使
用

航
空
機
の
使
用

航
は
航
空
保
安
施
設
の
工
事

管
理
若
し
く
は
使
用

航
空
機
の
使
用

航
、

、
、

、
、

、

空
業
務

航
空
運
送
事
業

航
空
機
使
用
事
業

危
害
行
為
の
防
止

無
空
業
務

航
空
運
送
事
業

航
空
機
使
用
事
業

危
害
行
為
の
防
止

無
、

、
、

、
、

、
、

、

人
航
空
機
の
所
有
若
し
く
は
使
用

無
人
航
空
機
の
飛
行
若
し
く
は
設
計

人
航
空
機
の
所
有
若
し
く
は
使
用

無
人
航
空
機
の
飛
行
若
し
く
は
設
計

、
、

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査

無
人
航
空
機
の
装
備
品
若
し
く

製
造

整
備
若
し
く
は
改
造
又
は
航
空
運
送
代
理
店
業
に
関
し
報
告
を

、
、

、
、

、
、

は
部
品
の
設
計

製
造

整
備
若
し
く
は
改
造

無
人
航
空
機
操
縦
者
の

求
め
る
こ
と
が
で
き
る

、
、

、
。

講
習
若
し
く
は
知
識
及
び
能
力
の
判
定
又
は
航
空
運
送
代
理
店
業
に
関
し

報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（1

）

（1
5

）

（

）

（1

）

（1
5

）

（

）

略
略

～
～

無
人
航
空
機
の
所
有
者

使
用
者
若
し
く
は
飛
行
を
行
う
者

無
人
航
空
機
の
所
有
者

使
用
者
若
し
く
は
飛
行
を
行
う
者
又

（1
6

）

（1
6

）

、
、

、

無
人
航
空
機
の
設
計

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査
を
す

は
無
人
航
空
機
の
設
計

製
造

整
備
若
し
く
は
改
造
を
す
る
者

、
、

、
、

、

る
者
又
は
無
人
航
空
機
の
装
備
品
若
し
く
は
部
品
の
設
計

製
造

、

整
備
若
し
く
は
改
造
を
す
る
者

、

（17

）

（

）

指
定
試
験
機
関

新
設

（1
8

）

（

）

登
録
講
習
機
関

新
設

（19

）

（

）

登
録
更
新
講
習
機
関

新
設

（2
0

）

（

）

（1
7

）

（

）

略
略

（

）

（

）

２
４

略
２

４
略

～
～

（

）

（

）

立
入
検
査
の
拒
否
等
の
罪

立
入
検
査
の
拒
否
等
の
罪

15
8

（

）

1
58

（

）

第
条

略
第

条
略

（

）

（

）

裏
裏

E
x
t
ra
c
t
o
f
C
iv
i
l
A
e
r
on
a
u
t
i
c
s
A
c
t
(
C
o
u
r
t
e
s
y
T
r
a
n
s
l
at
i
o
n
)

E
x
t
r
a
ct

o
f
C
i
vi
l
A
e
r
o
n
au
t
i
c
s
A
c
t
(C
o
u
r
t
e
s
y
T
r
a
n
s
l
a
ti
o
n
)

A
r
t
i
c
l
e
1
3
4
(
C
o
ll
e
c
t
i
o
n
o
f
R
e
p
o
r
t
s
a
nd

O
n
-
S
i
te

I
n
s
p
e
c
t
io
n
s

A
r
t
i
c
l
e
13
4
(
C
o
l
l
ec
t
i
o
n
o
f
R
ep
o
r
t
s
a
n
d
O
n
-
S
i
t
e
I
n
s
p
e
c
t
i
o
ns

)
)

(
1
)
T
h
e
M
i
n
i
s
t
e
r
o
f
L
a
n
d
,
In
f
r
a
s
t
r
u
ct
u
r
e
,
T
r
an
s
p
o
r
t
a
n
d
T
o
u

(
1
)
T
h
e
M
i
n
i
s
t
e
r
o
f
L
a
n
d
,
I
nf
r
a
s
t
r
u
c
tu
r
e
,
T
r
a
n
sp
o
r
t
a
n
d
To
u

ri
s
m
m
a
y
,
w
h
e
n
h
e
/
sh
e
d
e
e
m
s
i
t
n
e
c
e
s
s
ar
y
t
o
s
e
cu
r
e
e
n
f
o
r

r
i
s
m
m
a
y
,
w
h
e
n
h
e
/
s
h
e
d
e
e
m
s
i
t
n
ec
e
s
s
a
r
y
t
o
s
e
c
u
r
e
e
n
f
o
r

c
e
m
en
t
o
f
t
h
i
s
A
c
t
,
r
e
q
ue
s
t
a
n
y
pe
r
s
o
n
w
h
o
f
a
l
l
s
u
n
d
er

a
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
i
s
A
ct
,
r
e
q
u
e
s
t
a
n
y
p
e
r
s
o
n
w
h
o
f
a
ll
s
u
n
d
e
r
a
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n
y
o
f
th
e
f
o
l
l
o
wi
n
g
c
a
t
e
go
r
i
e
s
t
o
s
ub
m
i
t
r
e
p
or
t
s
o
n
de
s
i

n
y
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
ca
t
e
g
o
r
i
es

t
o
s
u
b
mi
t
r
e
p
o
r
t
s
o
n
d
e
s
i

g
n,

m
a
n
u
f
a
ct
u
r
i
n
g
,
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
,
a
l
t
e
r
a
ti
o
n
o
r
i
ns
p
e
c
t
i
o
n

g
n
,
ma
n
u
f
a
c
t
u
r
in
g
,
m
a
i
n
te
n
a
n
c
e
,
al
t
e
r
a
t
i
o
n
or

i
n
s
p
e
c
ti
o
n

o
f
a
ir
c
r
a
f
t
o
r
i
t
s
i
t
e
m
s,

t
r
a
i
n
i
n
g
o
f
a
i
r
m
en

o
r
d
e
t
er
m
i

o
f
a
i
r
c
r
af
t
o
r
i
t
s
i
t
e
m
s
,
tr
a
i
n
i
n
g
o
f
a
i
r
m
e
n
o
r
d
e
t
e
r
m
i

n
a
t
i
o
n
o
f
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
n
d
c
a
p
a
bi
l
i
t
y
o
f
a
i
r
m
a
n
,
av
i
a
t
i
o
n
m

n
a
t
i
on

o
f
k
n
o
wl
e
d
g
e
a
nd

c
a
p
a
b
i
l
i
ty

o
f
a
i
r
ma
n
,
a
v
i
a
ti
o
n
m

e
d
i
ca
l
e
x
a
m
i
n
at
i
o
n
c
e
r
t
if
i
c
a
t
i
o
n,

c
o
n
s
t
r
u
ct
i
o
n
w
o
r
k
or

a
e
d
i
c
a
l
ex
a
m
i
n
a
t
i
on

c
e
r
t
i
f
i
ca
t
i
o
n
,
c
o
ns
t
r
u
c
t
i
o
n
w
o
r
k
o
r
a

d
m
i
n
i
s
t
ra
t
i
o
n
o
r
u
ti
l
i
z
a
t
i
on

o
f
a
e
r
od
r
o
m
e
o
r
a
ir

n
a
v
i
g
a
t

d
m
in
i
s
t
r
a
t
i
on

o
r
u
t
i
li
z
a
t
i
o
n
o
f
a
e
r
o
d
r
o
m
e
o
r
a
i
r
n
a
v
i
g
a
t

i
o
n
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s,

u
s
e
o
f
a
i
r
c
r
a
f
t,

a
i
r
n
a
v
i
ga
t
i
o
n
s
e
rv
i
c
e
s

i
o
n
f
a
ci
l
i
t
i
e
s
,
u
s
e
o
f
a
i
r
cr
a
f
t
,
a
ir

n
a
v
i
g
a
ti
o
n
s
e
r
v
i
c
es

,
a
i
r
t
ra
n
s
p
o
r
t
se
r
v
i
c
e
s
,
a
e
r
i
a
l
w
o
rk

s
e
r
v
i
c
e
s,

p
r
e
v
e
nt
i

,
a
i
r
t
r
a
ns
p
o
r
t
s
e
r
v
ic
e
s
,
a
e
r
ia
l
w
o
r
k
se
r
v
i
c
e
s
,
pr
e
v
e
n
t
i

n
g
h
a
r
m
f
u
l
ac
t
s
,
o
w
n,

u
s
e
,
o
p
e
ra
t
i
o
n
,
d
e
si
g
n
,
m
a
nu
f
a
c
t
u
r

n
g
h
ar
m
f
u
l
a
c
t
s
,
o
w
n
,
u
s
e,

o
p
e
r
a
t
io
n
,
d
e
s
i
g
n,

m
a
n
u
f
a
c
tu
r

i
n
g
,
m
ai
n
t
e
n
a
n
ce
,
a
l
t
e
r
a
ti
o
n
o
r
i
n
s
pe
c
t
i
o
n
of

u
n
m
a
n
n
ed

a
i
n
g
,
m
a
i
n
te
n
a
n
c
e
o
r
a
l
t
e
r
a
t
io
n
o
f
u
n
m
an
n
e
d
a
i
r
c
r
af
t
o
r
a

i
rc
r
a
f
t
,
de
s
i
g
n
,
m
an
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
,
m
a
i
n
t
e
na
n
c
e
o
r
a
l
t
e
r
a
t
i
o

i
r
t
ra
n
s
p
o
r
t
a
ge
n
c
y
b
u
si
n
e
s
s
.

n
o
f
e
q
u
i
p
m
e
n
t
o
r
p
a
r
t
s
of

u
n
m
a
n
n
ed

a
i
r
c
r
af
t
,
t
r
a
i
n
i
ng

o

f
u
n
m
a
n
ne
d
a
i
r
c
r
a
f
t
r
e
m
o
t
e
p
il
o
t
s
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
a
ti
o
n
o
f
k
n

o
w
le
d
g
e
a
n
d
c
ap
a
b
i
l
i
t
y
of

u
n
m
a
n
ne
d
a
i
r
c
r
a
ft

r
e
m
o
t
e
pi
l
o
t

s
o
r
a
i
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
g
e
n
c
y
bu
s
i
n
e
s
s
.

(
i
)

(
x
v
)

（

）

(
i
)

(x
v
)

（

）

略
略

～
～

(
x
v
i
)
A
n
y
p
e
r
s
o
n
wh
o
o
w
n
s
,
u
s
e
s
,
o
p
e
ra
t
e
s
,
d
e
si
g
n
s
,
m
a
nu
f

(x
v
i
)
A
n
y
pe
r
s
o
n
w
h
o
ow
n
s
,
u
s
e
s,

o
p
e
r
a
te
s
,
d
e
s
i
g
n
s,

m
a
n
u
f

ac
t
u
r
e
s
,
m
ai
n
t
a
i
n
s
,
a
l
t
e
r
n
a
t
es

o
r
i
n
s
p
e
ct
s
u
n
m
a
n
ne
d

a
c
t
ur
e
s
,
m
a
i
n
t
ai
n
s
o
r
a
lt
e
r
n
a
t
e
s
u
n
m
a
n
n
e
d
ai
r
c
r
a
f
t

a
i
r
c
r
af
t
o
r
w
h
o
de
s
i
g
n
s
,
m
an
u
f
a
c
t
u
re
s
,
m
a
i
n
t
ai
n
s
o

r
a
l
t
e
r
n
a
te
s
e
q
u
i
pm
e
n
t
o
r
p
a
rt
s
o
f
u
n
ma
n
n
e
d
a
i
rc
r
a
f

t

(
x
v
i
i
)
A
ny

d
e
s
i
g
n
a
t
ed

u
n
m
a
n
n
ed

a
i
r
c
r
a
ft

r
e
m
o
t
e
pi
l
o
t
c
e
r
t

（

）

新
設

i
f
ic
a
t
e
t
e
s
t
i
ng

a
g
e
n
c
i
es

(
x
v
i
i
i
)
An
y
r
e
g
i
s
t
er
e
d
u
n
m
an
n
e
d
a
i
r
c
ra
f
t
r
e
m
o
t
e
p
i
l
o
t
t
ra

（

）

新
設

i
ni
n
g
o
r
g
a
n
i
za
t
i
o
n
s

(
x
i
x
)
A
n
y
r
e
g
i
s
t
er
e
d
u
n
m
a
nn
e
d
a
i
r
c
r
a
ft

r
e
m
o
t
e
p
i
l
o
t
r
en
e
w

（

）

新
設

a
l
t
r
a
i
n
i
n
g
o
r
g
a
n
i
z
at
i
o
n
s

(
x
x
)

（

）

(
x
v
i
i
)

（

）

略
略

(2
)

(
4
)

（

）

(
2)

(
4
)

（

）

略
略

～
～

A
r
t
i
cl
e
1
5
8
(
O
f
fe
n
c
e
s
o
f
R
e
f
u
s
a
l
e
t
c
.
o
f
O
n
-S
i
t
e
I
n
s
pe
c
t
i
o

A
r
t
i
c
l
e
1
5
8
(
O
f
f
en
c
e
s
o
f
Re
f
u
s
a
l
e
tc
.
o
f
O
n
-
S
it
e
I
n
s
p
ec
t
i
o
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n
)

n
)

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

略
略
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（
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
重
大
な
も
の
）

第
一
条

運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「

（
新
設
）

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
重
大
な
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

無
人
航
空
機
に
よ
る
人
の
死
傷

二

無
人
航
空
機
に
よ
る
物
件
の
損
壊
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

現
に
人
が
い
る
建
造
物
又
は
車
両
、
船
舶
等
の
移
動
施
設
の
破
壊

ロ

当
該
損
壊
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
、
電
気
供
給
施
設
、

電
気
通
信
施
設
、
交
通
施
設
（
車
両
、
船
舶
等
の
移
動
施
設
を
含
む
。
）
、

教
育
施
設
、
医
療
施
設
、
官
公
庁
施
設
そ
の
他
の
公
益
的
施
設
の
運
営
に
支

障
が
生
じ
た
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
異
例
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三

航
空
機
と
の
衝
突
又
は
接
触

（
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
態
）

（
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
態
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
態
は
、
次
に
掲

第
一
条

運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下
「

げ
る
事
態
と
す
る
。

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
態
は
、

次
に
掲
げ
る
事
態
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
が
飛
行
中
航
空
機
と
の
衝
突
又
は
接
触
の
お

（
新
設
）

そ
れ
が
あ
っ
た
と
認
め
た
事
態

四

航
空
法
施
行
規
則
第
二
百
三
十
六
条
の
八
十
六
各
号
に
掲
げ
る
事
態
で
あ
っ

（
新
設
）

て
、
特
に
異
例
と
認
め
ら
れ
る
も
の

第
三
条
～
第
五
条

（
略
）

第
二
条
～
第
四
条

（
略
）
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（
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通

省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（

）

（

）

第
３
号
様
式

第
５
条
関
係

第
３
号
様
式

第
５
条
関
係

（

）

（

）

裏
裏

航
空
法
抜
粋

航
空
法
抜
粋

（

）

（

）

報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査

報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査

第
条

国
土
交
通
大
臣
は

こ
の
法
律
の
施
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要

第
条

国
土
交
通
大
臣
は

こ
の
法
律
の
施
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要

1
3
4

1
3
4

、
、

が
あ
る
と
き
は

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し

航
空
機
若
し
く
は
装
備
品
等

が
あ
る
と
き
は

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し

航
空
機
若
し
く
は
装
備
品
等

、
、

、
、

の
設
計

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査

航
空
従
事
者
の
養
成
若

の
設
計

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査

航
空
従
事
者
の
養
成
若

、
、

、
、

、
、

、
、

し
く
は
知
識
及
び
能
力
の
判
定

航
空
身
体
検
査
証
明

空
港
等
若
し
く

し
く
は
知
識
及
び
能
力
の
判
定

航
空
身
体
検
査
証
明

空
港
等
若
し
く

、
、

、
、

は
航
空
保
安
施
設
の
工
事

管
理
若
し
く
は
使
用

航
空
機
の
使
用

航
は
航
空
保
安
施
設
の
工
事

管
理
若
し
く
は
使
用

航
空
機
の
使
用

航
、

、
、

、
、

、

空
業
務

航
空
運
送
事
業

航
空
機
使
用
事
業

危
害
行
為
の
防
止

無
空
業
務

航
空
運
送
事
業

航
空
機
使
用
事
業

危
害
行
為
の
防
止

無
、

、
、

、
、

、
、

、

人
航
空
機
の
所
有
若
し
く
は
使
用

無
人
航
空
機
の
飛
行
若
し
く
は
設
計

人
航
空
機
の
所
有
若
し
く
は
使
用

無
人
航
空
機
の
飛
行
若
し
く
は
設
計

、
、

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査

無
人
航
空
機
の
装
備
品
若
し
く

製
造

整
備
若
し
く
は
改
造
又
は
航
空
運
送
代
理
店
業
に
関
し
報
告
を

、
、

、
、

、
、

は
部
品
の
設
計

製
造

整
備
若
し
く
は
改
造

無
人
航
空
機
操
縦
者
の

求
め
る
こ
と
が
で
き
る

、
、

、
。

講
習
若
し
く
は
知
識
及
び
能
力
の
判
定
又
は
航
空
運
送
代
理
店
業
に
関
し

報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（1

）

（15

）

（

）

（1

）

（1
5

）

（

）

略
略

～
～

無
人
航
空
機
の
所
有
者

使
用
者
若
し
く
は
飛
行
を
行
う
者

無
人
航
空
機
の
所
有
者

使
用
者
若
し
く
は
飛
行
を
行
う
者
又

（1
6

）

（1
6

）

、
、

、

無
人
航
空
機
の
設
計

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査
を
す

は
無
人
航
空
機
の
設
計

製
造

整
備
若
し
く
は
改
造
を
す
る
者

、
、

、
、

、

る
者
又
は
無
人
航
空
機
の
装
備
品
若
し
く
は
部
品
の
設
計

製
造

、

整
備
若
し
く
は
改
造
を
す
る
者

、

（17

）

（

）

指
定
試
験
機
関

新
設

（1
8

）

（

）

登
録
講
習
機
関

新
設

（19

）

（

）

登
録
更
新
講
習
機
関

新
設

（2
0

）

（

）

（1
7

）

（

）

略
略

（

）

（

）

２
４

略
２

４
略

～
～

（

）

（

）

立
入
検
査
の
拒
否
等
の
罪

立
入
検
査
の
拒
否
等
の
罪
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1
5
8

（

）

1
5
8

（

）

第
条

略
第

条
略

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

第
７
号
様
式

附
則
第
７
条
関
係

第
７
号
様
式

附
則
第
７
条
関
係

（

）

（

）

裏
裏

航
空
法
抜
粋

航
空
法
抜
粋

（

）

（

）

報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査

報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査

第
条

国
土
交
通
大
臣
は

こ
の
法
律
の
施
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要

第
条

国
土
交
通
大
臣
は

こ
の
法
律
の
施
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要

1
34

1
3
4

、
、

が
あ
る
と
き
は

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し

航
空
機
若
し
く
は
装
備
品
等

が
あ
る
と
き
は

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し

航
空
機
若
し
く
は
装
備
品
等

、
、

、
、

の
設
計

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査

航
空
従
事
者
の
養
成
若

の
設
計

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査

航
空
従
事
者
の
養
成
若

、
、

、
、

、
、

、
、

し
く
は
知
識
及
び
能
力
の
判
定

航
空
身
体
検
査
証
明

空
港
等
若
し
く

し
く
は
知
識
及
び
能
力
の
判
定

航
空
身
体
検
査
証
明

空
港
等
若
し
く

、
、

、
、

は
航
空
保
安
施
設
の
工
事

管
理
若
し
く
は
使
用

航
空
機
の
使
用

航
は
航
空
保
安
施
設
の
工
事

管
理
若
し
く
は
使
用

航
空
機
の
使
用

航
、

、
、

、
、

、

空
業
務

航
空
運
送
事
業

航
空
機
使
用
事
業

危
害
行
為
の
防
止

無
空
業
務

航
空
運
送
事
業

航
空
機
使
用
事
業

危
害
行
為
の
防
止

無
、

、
、

、
、

、
、

、

人
航
空
機
の
所
有
若
し
く
は
使
用

無
人
航
空
機
の
飛
行
若
し
く
は
設
計

人
航
空
機
の
所
有
若
し
く
は
使
用

無
人
航
空
機
の
飛
行
若
し
く
は
設
計

、
、

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査

無
人
航
空
機
の
装
備
品
若
し
く

製
造

整
備
若
し
く
は
改
造
又
は
航
空
運
送
代
理
店
業
に
関
し
報
告
を

、
、

、
、

、
、

は
部
品
の
設
計

製
造

整
備
若
し
く
は
改
造

無
人
航
空
機
操
縦
者
の

求
め
る
こ
と
が
で
き
る

、
、

、
。

講
習
若
し
く
は
知
識
及
び
能
力
の
判
定
又
は
航
空
運
送
代
理
店
業
に
関
し

報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（1

）

（1
5

）

（

）

（1

）

（1
5

）

（

）

略
略

～
～

無
人
航
空
機
の
所
有
者

使
用
者
若
し
く
は
飛
行
を
行
う
者

無
人
航
空
機
の
所
有
者

使
用
者
若
し
く
は
飛
行
を
行
う
者
又

（16

）

（1
6

）

、
、

、

無
人
航
空
機
の
設
計

製
造

整
備

改
造
若
し
く
は
検
査
を
す

は
無
人
航
空
機
の
設
計

製
造

整
備
若
し
く
は
改
造
を
す
る
者

、
、

、
、

、

る
者
又
は
無
人
航
空
機
の
装
備
品
若
し
く
は
部
品
の
設
計

製
造

、

整
備
若
し
く
は
改
造
を
す
る
者

、

（17

）

（

）

指
定
試
験
機
関

新
設

（1
8

）

（

）
登
録
講
習
機
関

新
設

（1
9

）

（

）
登
録
更
新
講
習
機
関

新
設

（2
0

）

（

）

（1
7

）

（

）
略

略
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（

）

（

）

２
４

略
２

４
略

～
～

（

）

（

）

立
入
検
査
の
拒
否
等
の
罪

立
入
検
査
の
拒
否
等
の
罪

1
5
8

（

）

1
5
8

（

）

第
条

略
第

条
略

（

）

（

）

略
略
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令

和
四
年
十
二
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
航
空
法
施
行
規
則
第
三
十

号
様
式
に
よ
る
検
査
員
の
証
票
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等

の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
に
よ
る
検
査
員
の
証
票
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
施
行
規
則
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
検
査
員
の
証
票
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
号
様
式
及
び
第
七
号

様
式
に
よ
る
検
査
員
の
証
票
と
み
な
す
。


